
公益社団法人日本動物用医薬品協会

会員各位

薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める

省令の一部を改正する省令及び動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省

令の制定について(事務連絡)

当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

事務連絡

平成25年6月3日

さて、標記のことについて、別紙のとおり農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬

事安全企画班長より事務連絡がありましたのでお知らせいたします。

(公社)日本動物用医薬品協会



都道府県畜産主務課
動物薬事担当者各位

薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない
場合を定める省令の一部を改正する省令及び動物用医薬品及び医薬
品の使用の規制に関する省令の制定について

薬事法(昭和 35年法律第 145 号。以下「法」という。)第 83 条の 3 の規定
に基づき、薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない
場合を定める省令(平成 15年6月30日農林水産省令第 70 号。以下「適用除
外省令」という。)の一部を改正する省令(平成25年5月30日農林水産省令
第 43 号)及び法第 83 条の 4及び第器条の 5 の規定に基づき動物用医薬品及
び医薬品の使用の規制に関する省令(平成 25年5月30日農林水産省令第 44
号。以下「使用規制省令」という。)が本日付けで公布され、 6か月後に施行
されることとなりましたのでお知らせします。

遺伝毒性や発がん性等の懸念から、食品衛生法(昭和 22年法律第 233 号)
により食品において検出されてはならないとされている物質は、食用動物用の
医薬品として承認していません。今回の改正では、畜水産物の安全を一層確保
する観点から、それらの成分を含有する未承認医薬品、愛玩動物・観賞魚用動
物用医薬品及び人用医薬品の食用動物ヘの使用を禁止することとしています。

具体的な改正の内容は、下記のとおりですが、これらの省令の施行に伴う留
意事項及び経過措置等については、別途通知します。

事

平成2

務連絡

5年5月3 0日

農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課

薬事安全企画班長

1 改正の内容

(1)適用除外省令(別添 1参照)

未承認医薬品のうち、以下の成分を含有するものについて、獣医師に認め
られてぃる例外的な使用の対象から除外。

⑧ニトロフラントイン①カノレバドックス

⑨フラゾリドン②クマホス

⑩フラノレタドン③クロラムフェニニーノレ
⑪マラカイトグリーン④クロノレプロマジン

⑤ジェチノレスチノレベストローノレ⑫メトロニダゾーノレ
⑬ロニダゾーノレ⑥ジメトリダゾール

⑦ニトロフラゾン

記



( 2 )
ア

使用規制省令(別添2参照)
動物用医薬品のうち、犬猫用及び観賞魚用として承認されている以

下の成分を含有するものについて、食用動物ヘの使用を禁止。

①クロラムフェニコーノレ

②ニトロフラゾン

③マラカイトグリーン
イ人用医薬品のうち、以下の成分を含有するものについて、食用動物

への使用を禁止。

①クロラムフェニコーノレ

②クロノレプロマジン
③メトロニダゾーノレ

2 施行期日

平成25年Ⅱ月30日



薬
事
法
に
基
づ
く
医
薬
品
の
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

0
薬
事
法
に
基
づ
く
医
薬
品
の
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
を
定
め
る
省
令
(
平
成
十
五
午
農
林
水
産
省
令
第
七
十
号
)

薬
事
法
(
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
第
八
十
三
条
の
三
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

.

(
瞳

獣
医
師
が
そ
の
診
療
に
係
る
対
象
動
物
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
の
目
的
で
医

薬
品
(
別
表
に
掲
げ
る
物
質
を
有
効
成
分
と
す
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

を
当
該
対
象
動
物
に
使
用
す
る
場
合

三
対
象
動
物
の
所
有
者
又
は
当
該
対
象
動
物
を
管
理
す
る
所
有
者
以
外
の
者
(
鉄
道
軌

道
自
動
車
、
船
舶
又
は
航
空
機
に
ょ
る
運
送
業
者
で
当
該
動
物
の
運
送
の
委
託
を
受
け

た
者
を
除
く
J
 
が
、
当
該
対
象
動
物
を
診
療
し
た
獣
医
師
か
ら
交
付
さ
れ
た
医
薬
品
を
用

法
、
用
量
そ
の
他
使
用
及
び
取
扱
い
上
の
必
要
な
注
意
に
つ
い
て
の
当
該
獣
医
師
の
指
示

に
従
い
当
該
対
象
動
物
に
使
用
す
る
場
合

四
(
略
)

改

正

後

別
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ラ
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フ
ラ
ゾ
リ
ド
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ニ
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ロ
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ラ
ン
ト
イ
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薬
事
法
(
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
第
八
十
三
条
の
三
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
場
合
は
、
歌
の
と
お
り
と
す
る
。

十
フ
ラ
ル
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ン

十
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マ
ラ
カ
イ
ト
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リ
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(
瞳

二
獣
医
師
が
そ
の
診
療
に
係
る
対
象
動
物
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
の
目
的
で
医

薬
品
を
当
該
対
象
動
物
に
使
用
す
る
場
合

三
対
象
動
物
の
所
有
者
又
は
当
該
対
象
動
物
を
管
理
す
る
所
有
者
以
外
の
者
(
鉄
道
、
軌

道
自
動
車
船
舶
又
は
航
空
機
に
ょ
る
運
送
業
者
で
当
該
動
物
の
運
送
の
委
託
を
受
け

た
者
を
除
く
J
 
が
、
当
該
対
象
動
物
を
診
療
し
た
獣
医
師
か
ら
交
付
さ
れ
た
医
薬
品
を

用
法
、
用
量
そ
の
他
使
用
及
び
取
扱
い
上
の
必
要
な
注
意
に
つ
い
て
の
当
該
獣
医
師
の
指

示
に
従
い
当
該
対
象
動
物
に
使
用
す
る
場
合

四
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分
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動
物
用
医
薬
品
及
び
医
薬
品
の
使
用
の
規
制
に
関
す
る
省
令

(
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
の
規
制
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
五
十
五
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
二
邑
新
旧
対
照
条
文
)

動
物
用
医
薬
品
及
び
医
薬
品
の
使
用
の
規
制
に
関
す
る
省
令

第
一
条
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
動
物
用
医
薬
口
叩
」
と
は
、
薬
事
怯
(
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)

是
遊

第
八
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
動
物
用
医
薬
品
を
い
う
。

こ
の
省
令
に
翁
い
て
「
医
薬
品
」
と
は
、
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
(
動
物

用
医
薬
品
を
除
く
J
 
を
い
う
。

改

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
対
象
動
物
」
と
は
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
口
に
規
定
す
る
対
象
動
物
を
い
う
。

正

(
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
)

第
二
条
法
第
八
十
三
条
の
四
第
一
項
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

後

一
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
動
物
用
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
動
物
用
医
薬
品
の
種
類
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
動
物
用
医
薬
品
使
用
対

象
動
物
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
(
以
下
「
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
」
と
い
う
。
)
以

外
の
対
象
動
物
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

二
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
動
物
用
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
動
物
用

医
藥
品
使
用
対
象
動
物
に
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
動
物
用
医
薬
品
使
用
対

象
動
物
の
種
類
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
用
法
及
び
用
量
の
欄
に
掲
げ
る
用
法
及
ぴ
用
量

(
当
該
動
物
用
医
薬
品
の
成
分
と
同
一
の
成
分
を
含
む
飼
料
に
当
該
動
物
用
医
薬
品
を
加

え
て
使
用
t
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
用
量
か
ら
当
該
飼
料
が
含
む
当
該
成
分
の
量
を

控
除
し
た
量
)
に
ょ
り
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

動
物
用
医
薬
品
の
使
用
の
規
制
に
関
t
る
省
令

第
一
条
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
医
薬
品
」
と
は
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

(
定
義

目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
い
う
。

現

第
二
条
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
対
象
動
物
」
と
は
、
薬
事
法
(
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
第

八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号

口
に
規
定
す
る
対
象
動
物
を
い
う
。

(
対
象
動
物
)

行

(
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
)

第
三
条
法
第
八
十
三
条
の
四
第
一
項
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
粘

り
と
す
る
。

(
傍
線
部
分
は
変
更
部
分
)

一
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
医

薬
品
の
種
類
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
使
用
対
象
動
物
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
(
以
下
「
使
用

対
象
動
物
」
と
い
う
J
 
以
外
の
対
象
動
物
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

二
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
使
用
対
象
動
物
に
使
用

す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
弦
使
用
対
象
動
物
の
種
類
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
用
法
及

び
用
量
の
欄
に
掲
げ
る
用
法
及
び
用
量
(
当
該
医
薬
品
の
成
分
と
同
一
の
成
分
を
含
む
飼

料
に
当
該
医
薬
品
を
加
え
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
用
量
か
ら
当
該
飼
料
が

含
む
当
該
成
分
の
量
を
控
除
し
た
量
)
に
ょ
り
使
用
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
。
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別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
動
物
用
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
動
物
用

三

医
薬
品
使
用
対
象
動
物
に
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
動
物
用
医
薬
品
使
用
対

象
動
物
の
種
類
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
使
用
禁
止
期
間
の
欄
に
掲
げ
る
期
間
は
、
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

別
表
第
三
の
動
物
用
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
動
物
用
医
薬
品
使
用
対

象
動
物
に
使
用
t
る
と
き
は
、
同
表
の
使
用
禁
止
用
途
の
欄
に
掲
げ
る
用
途
に
使
用
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。

第
三
条
獣
医
師
は
、
別
表
第
Ξ
の
動
物
用
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
使
用
す

(
獣
医
師
に
ょ
る
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
指
示
)

る
場
合
は
、
そ
の
診
療
に
係
る
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対

し
、
当
該
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
生
産
を
防
止
す
る
た
め
、
食
用
に
供
す
る
た
め
に
出
荷
し
て
は
な
ら

な
い
旨
を
別
記
様
式
第
一
号
の
出
荷
禁
止
指
示
書
に
ょ
り
指
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
0

し

第
四
条
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
者
は
、
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
動
物
用
医
薬
品
の

(
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
帳
簿
の
記
載
)

欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
に
使
用
し
た
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
当
該
動
物
用
医
薬
品
の
名
称

二
当
該
動
物
用
医
薬
品
の
用
法
及
び
用
量

三
当
該
動
物
用
医
薬
品
を
使
用
し
た
年
月
日

当
該
動
物
用
医
薬
品
を
使
用
し
た
場
所

四ヨ
ヨ
当
該
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
種
類
頭
羽
尾
数
及
び
特
徴

三
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
使
用
対
象
動
物
に
使
用

す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
使
用
対
象
動
物
の
種
類
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
使
用
禁

プ
司
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
の
動
物
用
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
使
用
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
及
び
そ
の
生
産
す
る
乳
、
鶏

止
期
間
の
欄
に
掲
げ
る
棚
間
を
除
く
期
間
に
北
い
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

卵
等
を
食
用
に
供
す
る
た
め
に
と
殺
し
、
若
し
く
は
水
揚
げ
し
、
又
は
出
荷
す
る
こ
と
が

で
き
る
年
月
日

別
表
第
三
の
動
物
用
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
使
用
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
及
び
そ
の
生
産
t
る
乳
、
鶏
卵
等
を
食
用
に

七1 四1

、 2.



供
す
る
た
め
に
と
殺
し
、
若
し
く
は
水
揚
げ
し
、
又
は
出
荷
し
て
は
な
ら
な
い
旨

(
獣
医
師
に
ょ
る
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
の
特
例
)

第
五
条
獣
医
師
は
、
法
第
八
十
三
条
の
四
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
ょ
り
別
表
第
一
及
び

別
表
第
二
の
動
物
用
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
揚
合
は
、
そ
の
診

療
に
係
る
対
象
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
当
該
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の

食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
狗
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
生
産
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
出
荷
制
限
期
間
(
当
該
動
物
用
医
薬
品
を
投
与
し
た
後
当
該
対
象
動

物
及
び
そ
の
生
産
す
る
乳
、
鶏
卵
等
を
食
用
に
供
す
る
た
め
に
出
荷
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
別
記
様
式
第
二
号
の
出
荷
制
限
期
間
指
示
書
に

よ
り
指
示
し
て
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
鴬
い
て
、
こ
れ
ら
の
表
の
動
物
用
医

薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
に
使
用
す
る
と
き

は
、
当
該
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
種
類
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
使
用
禁
止
期
間
の

欄
に
掲
げ
る
期
間
以
上
の
期
間
を
出
荷
制
限
期
間
と
し
て
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
獣
医
師
の
使
用
の
特
例
)

第
四
条
獣
医
師
は
、
法
第
八
十
三
条
の
四
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
ょ
り
医
薬
品
を
使
用

す
る
場
合
は
そ
の
診
療
に
係
る
対
象
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
当
該
対
象

動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
の
生
産
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
出
荷
制
限
期
間
(
当
該
医
薬
品
を
投

与
し
た
後
当
該
対
象
動
物
及
び
そ
の
生
産
す
る
乳
、
鶏
卵
等
を
食
用
に
供
す
る
た
め
に
出

荷
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
期
問
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
別
記
様
式
の
出
荷
制

限
期
間
指
示
書
に
ょ
り
指
示
し
て
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表

第
六
条
法
第
八
十
三
条
の
五
第
一
項
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
は
、
炊
に
掲
げ
る
と
枯

(
医
薬
品
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
)

り
と
す
る
。

一
別
表
第
四
の
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
は
、
当
該
医
薬
品
の
種
類
に
応
じ
同
表
の

第
一
及
び
別
表
第
二
の
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
使
用
対
象
動
物
に
使
用
す
る
と

き
は
、
当
該
使
用
対
象
動
物
の
種
類
に
応
じ
二
れ
ら
の
表
の
使
用
禁
止
期
間
の
欄
に
掲
げ

る
期
間
以
上
の
期
間
を
出
荷
制
限
期
間
と
し
て
指
示
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
五
条
使
用
者
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
使
用
対

(
帳
簿
の
記
載
)

象
動
物
に
使
用
し
た
と
き
は
、
炊
に
掲
げ
る
事
項
を
帳
鐘
に
記
載
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

は
な
ら
な
い
。

一
当
該
医
薬
品
を
使
用
し
た
年
月
日

二
当
該
医
薬
品
を
使
用
し
た
場
所

三
当
該
使
用
対
象
動
物
の
種
頚
頭
羽
尾
数
及
び
特
徴

当
該
医
薬
品
の
瑠
称

四王
当
該
医
薬
品
の
用
法
及
び
用
量

六
当
該
使
用
対
象
動
物
及
び
そ
の
生
産
す
る
乳
、
鶏
卵
等
を
食
用
に
供
す
る
た
め
に
と
殺

若
し
く
は
水
揚
げ
又
は
出
荷
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
月
日

.3 、



医
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
(
以
下
「
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
」
と
い

う
。
)
以
外
の
対
象
動
物
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

ニ
コ
別
表
第
四
の
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
に
使
用
t
る
と

き
は
、
同
表
の
使
用
禁
止
用
途
の
棚
に
掲
げ
る
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

第
七
条
獣
医
師
は
、
別
表
第
四
の
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ

(
獣
医
師
に
ょ
る
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
指
示
)

の
診
療
に
係
る
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
当
該
対
象
動
物
の

肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の

生
産
を
防
止
す
る
た
め
、
食
用
に
供
す
る
た
め
に
出
荷
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
別
記
様
式
第

一
号
の
出
荷
禁
止
指
示
書
に
ょ
り
指
示
し
て
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
八
条
医
薬
品
の
使
用
者
は
、
別
表
第
四
の
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
医
薬
品
使
用

(
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
帳
簿
の
記
載
)

対
象
動
物
に
使
用
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
当
該
医
薬
品
の
名
称

二
当
該
医
薬
品
の
用
法
及
び
用
量

Ξ
当
該
医
薬
品
を
使
用
し
た
年
月
日

当
該
医
薬
品
を
使
用
し
た
場
所

四玉
当
該
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
種
類
頭
羽
尾
数
及
び
特
徴

プ
司
当
該
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
及
ぴ
そ
の
生
産
す
る
乳
、
鶏
卵
等
を
食
用
に
供
す
る
た
め

に
と
殺
し
、
若
し
く
は
水
揚
げ
し
、
又
は
出
荷
し
て
は
な
ら
な
い
旨
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的に投与する動物用医薬品をいう。

4

して浸漬する方法により投与する動物用医薬品をいう。

「薬浴剤」とは、容器内において淡水若しくは海水に添加し、又は混和

5 「注射剤」とは、皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注入する方法によ

り投与する動物用医薬品をいう。

6 「子宮・腔内投与剤」とは、子宮内若しくは腔内に注入し、又は挿入す
る方法により投与する動物用医薬品をいう。

フ「鼻腔内投与剤」とは、鼻腔内に噴霧し、 Xは注入する方法により投与:こ」、'ι二、.、 L-

する動物用医薬品をいう。

8 「気管内投与剤」とは、気管内に噴霧し、又は注入する方法により投与

する動物用医薬品をいう。

9 「外皮塗布剤」とは、外皮に塗布する方法により投与する動堕翅医楽呈

を、、う。

10 「外皮散布邦」」とは、外皮に散布する方法により投与する動物用医薬品

をV、う。

11

を、、う こ

12 「乳房注入剤」とは、乳房内に注入する方法により投与する動物臣医整

品をレ、う。

13 「浸漬剤」とは、容器内において浸漬する方法により投与する動物用医

薬品をいう。

「外皮噴霧剤」とは、外皮に噴霧する方法により投与する動物用医薬品

14 「耳標剤」とは、耳介に装着する方法により投与する動物用医薬品をい

つ。

つ。

15 「懸垂邦」」

薬品をいう。

16 「搾乳牛」

ワ。

的に経口投与する医薬品をいう。

4 「薬浴剤」とは、容器内において淡水又は海水に添加Xは混和して浸漬

する方法により投与する医薬品をいう。

5 「注射剤」とは、皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注入する方法によ

り投与する医薬品をいう。

6 「子宮・腔内投与邦1」とは、子官内又は腔内に注入又は挿入する方法に

より投与する医薬品をいう。

フ「鼻腔内投与邦」」とは、鼻腔内に噴霧又は注入する方法により投与する

^をいう。

8 「気管内投与剤」とは、気管内に噴霧又は注入する方法により投与する

!茎雪茎邑をいう。

9 「外皮塗布邦」」とは、外皮に塗布する方法により投与する医薬品をいう。

10 「外皮散布剤」とは、外皮に散布する方法にょり投与する匡茎邑をいう。

Ⅱ「外皮噴霧剤」とは、外皮に噴霧する方法により投与する医薬品をいう。

12 呼L房注入剤」とは、乳房内に注入する方法により投与する医薬品をい

つ。

17

17

とは、巣箱内に浦いて懸垂する方法により投与する動物用医

「産卵鶏」とは、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をい

ワ。

とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をい

「産卵鶏」とは、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をい

13

レ、

14

「浸漬剤」とは、容器内において浸漬する方法により投与する医薬品を
^

つ。

「耳標郵」」とは、耳介に装着する方法により投与する医薬品をいう。

15

し、

16

「懸垂剤」とは、巣箱内において懸垂する方法により投与する医薬品を
,

つ。

「搾乳牛」とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳Lている牛をい

つ。

.
゛
.



別表第2 (第2条、第4条及び第5条関係)

動物用医薬品

略

注 1 「配合剤」とは、2種類以上の有効成分を配合する動物用医薬品をいう。

動物用医薬品

使用対象動物

2 「飼料添加邦1」とは、飼料に添加上、混和し、又は浸潤して投与する動

物用医薬品をいう。

略

3 「飲水添力哨1」とは、飲水に添加し、又は混和して投与する動他翅」茎茎

品をし、う。

4 「強制経口投与剤」とは、注射器、胃カテーテル等の器具を用いて強制

的に経口投与する動物用医薬品をいう。

用法及び用量

5 「注射剤」とは、皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注入する方法によ

り投与する動物用医薬品をいう。

略

6 「子宮・腔内投与剤」とは、子官内若しくは腔内に注入し、又は挿入す

る方法により投与tる動物用医薬品をいう。

使用禁止期間

7

をいう。

8 「搾乳牛」とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をい

つ。

9 「産卵鶏」とは、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をい

ワ。

呼L房注入剤」とは、乳房に注入する方法により投与する動物用医薬品

略 略

1

「、

別表第2 (第3条関係)

別表第3 (第2条から第4条まで関係)

に出荷する対象動

医薬

動物用医薬品

クロラムフエ;ニコーノレ

口
口口

J

を有効成分とするもの

1 晒Ξ合剤」とは、2種類以上の有効成分を配合する医薬品をいう。

2 「飼料添加剤」とは、飼料に添加、混和又は浸潤して投与する医薬品を

も、う。

3 「飲水添加剤」とは、飲水に添加又は混和して投与する医薬品をいう。

4 碕金制経口投与剤」とは、注射器、胃カテーテル等の器具を用いて強制

的に経口投与する区亜邑をいう。

5 「注射剤」とは、皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注入する方法によ

り投与する医薬品をいう。

6 「子宮・農内投与剤」とは、子宮内又は腔内に注入又は挿入する方法に

より投与する医薬品をいう。

7 呼L房注入剤」とは、乳房に注入ナる方法により投与する医薬品をいう。

8 「搾乳牛」とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をい
、

ワ。

9 「産卵鶏」とは、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をい
^

つ。

使用対象動物

略

動物用医薬品使用対象動物 (振羅)

対象動物

用法及び用量

略

使用禁止期間

使用禁止用途

食用に供するため



トロフラゾンを有効

成分とするもの

対象動物

マラカイトグリーンを

有効成分とするもの

物及ぴ食用に供す

るために出可する

乳、鶏卵等を生産

する対象動物ヘの

使用

対象動物

食用に供するため

別表第4 (第6条から第8条まで関係)

に出荷する対象動

物及び食用に供す

るために出荷する

乳、鶏卵等を生産

医薬

クロラムフエニコーノレ

する対象動物ヘの

を有ナ成,とするもの

使用

口
口口

食用に供するため

に出荷する対象動

物及び食用に供す

るために出荷する

医薬品使用対象動物

乳、鶏卵等を生産

対象動物

する対象動物ヘの

使用

使用禁止用途

食用に供するため

に出苛する対象動

物及び食用に供す

るために出荷する

乳、鶏卵等を生産

(撫羅)

^

二



クロノレプロマジンを有

効成分とするもの

対象動物

メトロニダゾーノレを有

効成分とするもの

する対象動物ヘの

使用

対象動物

食用に供するため

別記様式第1号(第3条及び第7条関係)

に出荷する対象動

物及ぴ食用に供す

るために出荷する

乳、鶏卵等を生産

する対象動物ヘの

使用

食用に供するため

指示に係る動物の所有者又は

に出荷する対象動

管理者の住所及び氏鬼

物及び食用に供す

るために出荷する

出荷禁止指示書

乳、鶏卵等を生産

する対象動物ヘの

使用

獣医師の住戸及び氏名回

年 月 日

(瓢器)

.
 
0
、
.



動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令第3条及び第7条

の規定に基づき、下記の動物は食用に供するために出荷してはならない

ことを指示する。

指示に係る動物の種類及び頭羽尾数

指示に係る動物の名号、性、年齢又は特徴

指示年月日及び使用動物用医薬品畠又は使用医薬品名

指 年月

年 月

日

日

使用動物用医薬品名又は使用医薬品名

備考
1 指示に係る動物の名号、性、年齢又は特徴の欄には、指示に係る動物の個

参考事項

体又は集団が特定できるよう必要な事項を記載すること。

2 参考事項の欄には、獣医師がその直接の指揮監督の下にその診療に係る動

物の所有者又は管理者に動物用医薬品又は医楽品を投与させる場合に、当該

動物用医薬品又は医薬品の品名、用法及び用量並びに当該動物用医薬品又は

医薬品を投与すべき時期を記載すること。

別記様式第2号(第5条関係)

出荷制限期間指示書

年 河 日

別記様式(第4条関係)

出荷制限期間指示書

午 月 日

.
 
0
-
.

記
一

1
一
 
2
一
旦

示

4
一



指示に係る動物の所有者又蛙

管理者の住所及び氏名

動物用医薬品及ぴ医薬品の使用の規制に関する省令第5条の規定に基

dき、下記のとおり指示する。

ごil

指示に係る動物の種類及び頭羽尾数
指示に係る動物の名号、性、年齢又は特徴

指示年月日及び出荷制限期間

獣医師の住所及び氏名回

指 年月

年

日

月

食用に供するために出荷してはならない期間

4

日

備考

1 指示に係る動物の名号、,性、年齢叉は特徴の欄には、指示に係る動物の個

体叉は集団が特定できるよう必要な事項を記載すること。

2 参ぎ事項の欄には、獣医師がやむを得ない事由により、その直接の指揮監

督の下にその診療に係る動物の所有者又は管理者に動物用医薬品を投与させ

参考事項

動

指示に係る動物の所有者又

は管理者の住所及び氏名

月

獣医師虫^

団氏名

動物用医薬品の使用の規制に関する省令第4条の規定に基づき、下記の

とおり指示する。

物

日まで

る場合に、当該動物用医薬品の品名、用法及び用量並びに当該動物用医薬品

生

月

1

産

指示に係る動物の種類及ぴ頭数

指示に係る動物の畠号、性、年齢又は特徴

指示年月日及び出荷制限期間

日(時)まで

物

指

(時)まで

年月

年

日

月

食用に供するために出荷してはならない期間

4

日

備考

1 指示に係る動物の名号、性、年齡又は特徴の欄には、指示に係る動物の

個体又は集団が特定できるよう必要な事項を記載すること。

2 参考事項の禰には、獣医師がやむを得ない事由により、その直接の指揮

監督の下にその診療に係る動物の所有者又は管理者に医薬品を投与させる

場合に、当該医薬品の品名、用法及び用量並びに当該医薬品を投与すべき

参考事項

動

月

物

日まで

生

月

産

日

物

.
一
一
'

記

2
3

示

1
 
2
 
3

示



側
熱
゛
一
λ
脚
尋
邉
剛
剖
簿
一
小
n
ル
0

附

(
略
)

尋
避
嘩
舳
鮮
、
一
か
f
,
ル
0

附

(
堕

則

則

、 12 、



〔
省
 
A
巴

0
築
法
に
基
づ
く
阪
薬
品
の
使
用
の
禁
止

に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合

を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(
農
林
水
産
四
己

0
動
物
用
暴
品
及
び
医
薬
品
の
使
用
の
規

制
に
関
す
る
省
令
(
同
四
四

〔
告
示
〕

0
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
ょ
る
政
治
団

休
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す
る
件

(
総
務
二
四
0
)

0
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
ょ
る
政
治
団

休
の
届
出
水
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
公
表
す
る
件
(
同
二
四
一
)

0
政
治
資
金
規
正
紘
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す

る
件
(
祠
二
四
Ξ

0
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
ょ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す
る

件

(
同
二
四
こ

0
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
ょ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
公
表
す
る
件
(
同
二
四
四

0
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
ょ
る
資
金
管

理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
公
表
す
る
件
(
同
二
四
五
)

0
平
成
二
十
五
蛋
に
お
け
る
学
芸
Π
の
資

格
認
定
を
実
儘
す
る
件
(
文
部
科
学
八
五
)

〔
ハ
ム
告
〕

官

裁
判
所

破
産
、
免
貞
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
曾
研
究
所
特

定
計
量
嚴
式
鴛
、
日
本
放
送
仙
会
入

札
関
係

地
方
公
共
団
体

行
笊
死
亡
入
無
縁
蝶
齢
改
葬
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

諸
事
項

美

1

=
九

云量

主

孟美

平成25年5月30日木曜日 (2分冊の 1)報 (号外第 111 号)

→=→二
住回^



官

0
農
林
水
産
省
令
第
四
十
三
号

薬
Ⅲ
法
(
昭
和
三
十
五
年
沫
籍
百
四
十
五
号
〕
第
八
十
三
条
の
三
の
規
定
に
塾
づ
き
、
薬
小
捻
に
基
づ
く
阪
薬
品

の
使
用
の
禁
止
に
関
す
乙
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
,
つ
に
定

め
る

農
林
水
産
大
臣
岫
時
代
理

平
成
二
十
五
年
五
同
三
十
日

国
務
大
臣
太
田
昭
宏

条
法
に
基
づ
く
医
薬
品
の
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
辨
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
を
定
め
る
零
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令

薬
事
法
に
基
づ
く
医
鷲
の
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
を
定
め
る
省
令
(
股
十
五
年

膿
林
水
産
竹
令
第
七
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
,

第
二
号
中
「
医
鬻
」
の
下
に
え
別
表
に
掲
げ
る
物
質
を
衣
効
成
分
と
寸
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
ご

を
加
え
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表

カ
ル
バ
ド
ッ
ウ
ス

一
一

ク
マ
ホ
ス

三

ウ
ロ
ラ
ム
フ
エ
ニ
コ
ー
ル

四
ケ
訂
ル
プ
ロ
マ
ジ
ン

ジ
エ
チ
ル
ス
チ
ル
ベ
ス
ト
ロ
ー
ル

ジ
メ
ト
リ
ダ
ゾ
ー
ル

ニ
ト
ロ
フ
ラ
ゾ
ン

ニ
ト
ロ
フ
ラ
ン
ト
イ
ン

ノ

フ
ラ
ゾ
リ
ド
ン

フ
ラ
ル
タ
ド
ン

十
一
マ
ラ
カ
イ
ト
グ
リ
ー
ン

十
ニ
メ
ト
ロ
ニ
ダ
ゾ
ー
ル

十
三
ロ
ニ
ダ
ゾ
ー
ル

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
笄
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
寸
る
。

1

、
 
1

平成25年5月30日木曜日 報 (号外第 111 号) (2分冊の 1)



官1

0
農
林
水
産
省
令
第
四
十
四
号

条
法
(
昭
和
三
十
五
年
法
爲
百
四
十
五
号
)
第
八
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
た
だ
し
冉
(
伺
法
第
八
十

三
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
統
み
皆
え
て
難
用
す
る
場
合
を
含
む
J
並
び
に
第
八
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

ぎ
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
動
物
用
纏
藥
品
の
使
用
の
滑
に
関
寸
る
省
令
(
昭
和
五
十
五
年
農
林
水
産
省

令
第
四
十
二
号
)
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
駅
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
五
円
三
十
日

動
物
用
医
薬
品
及
び
医
藁
品
の
使
用
の
器
に
関
す
る
省
令

(
定
義
)

第
一
条
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
動
物
用
医
薬
品
」
と
は
、
薬
事
法
(
以
下
「
法
」
と
い
う
J
第
八
十
三
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
動
物
用
医
薬
品
を
い
う
。

2
 
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
癒
薬
品
」
と
は
、
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
(
動
物
用
阪
需
を
除
く
J
を

い
、
つ
。

3
 
こ
の
竹
令
に
お
い
て
「
対
象
動
物
」
と
は
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
皆
え
て
適
用
さ
れ
乙
法

第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
口
に
規
定
す
る
対
線
動
物
を
い
う
。

農
林
水
産
大
臣
噺
時
代
理

国
務
大
臣
太
田
昭
宏

平成25年5月30日木曜日 報 (号外第 111 号) (2分冊の 1)



2

(
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
者
が
遜
守
す
べ
ぎ
所
)

第
二
条
法
第
八
十
三
条
の
四
第
一
項
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
進
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
別
衷
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
動
物
用
医
器
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
藁
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
動
物

用
医
薬
品
の
種
類
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
動
物
胴
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
相
に
掲
げ
る
動
物
(
以
下
「
動
物
用

医
薬
品
使
用
対
象
動
物
」
と
い
・
ツ
。
)
以
外
の
対
象
動
物
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

一
一
別
寮
一
及
び
別
表
第
二
の
動
物
用
医
薬
品
の
鄭
に
掲
げ
る
動
物
用
儀
薬
品
を
動
物
用
医
藁
品
使
用
対
象
動
物

に
使
用
す
る
と
ぎ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
種
類
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
用
法
及

び
毘
量
の
欄
に
掲
げ
る
用
法
及
び
捌
量
(
当
該
動
物
用
阪
薬
品
の
成
分
と
同
一
の
成
分
を
含
む
飼
料
に
当
該
動
物

用
医
薬
品
を
加
え
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
果
批
か
ら
当
該
飼
料
が
含
む
当
弦
成
分
の
量
を
控
除
し

た
扱
)
に
ょ
り
使
用
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
。

三
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
動
物
用
医
薬
品
の
卿
に
掲
げ
る
動
物
用
擬
品
を
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物

に
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
新
類
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
使
用
禁

止
期
間
の
欄
に
掲
げ
る
期
間
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

四
別
斎
三
の
動
物
用
医
薬
品
の
樹
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
動
物
用
医
薬
品
使
胴
削
象
動
物
に
使
用
す
る
と

き
は
、
,
伺
表
の
使
用
禁
止
用
途
の
欄
に
掲
げ
る
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

(
獣
医
師
に
よ
る
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
指
示
)

第
三
条
獣
医
師
は
、
別
斎
三
の
動
物
用
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
除
薬
品
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
診
療

に
係
る
動
物
則
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
所
有
者
又
は
鐙
者
に
対
し
、
当
該
対
象
動
物
の
肉
乳
そ
の
他
の
食
用

に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
生
産
を
防
止
寸
る
た
め
、
食
用
に
供
寸
る
た
め

に
出
荷
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
別
記
犠
式
第
一
号
の
出
荷
禁
止
指
示
Ⅱ
"
に
よ
り
指
示
し
て
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

(
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
帳
鰯
の
記
織
)

第
四
条
動
物
用
医
架
品
の
使
用
者
は
、
別
表
第
一
か
ら
艇
表
第
三
ま
で
の
動
物
用
医
鬻
の
梱
に
掲
げ
る
動
物
用
医

薬
品
を
動
物
則
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
に
使
用
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
Ⅲ
項
を
帳
抑
罷
載
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
当
該
動
物
用
医
薬
品
の
名
称

二
当
該
動
物
用
医
薬
品
の
用
法
及
び
用
鍬

三
当
該
動
物
用
医
薬
品
を
使
用
し
た
年
月
日

四
当
該
動
物
用
阪
薬
品
を
使
用
し
た
場
所

五
当
該
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
種
類
頭
羽
尾
数
及
び
特
徴

六
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
の
動
物
用
医
薬
品
の
棚
に
掲
げ
る
動
物
用
迭
薬
品
を
使
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
動
物
用
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
及
び
そ
の
生
産
す
る
乳
、
鶏
卵
等
を
食
用
に
世
す
る
た
め
に
と
殺
し
、
若
し

く
は
水
揚
げ
し
、
又
は
出
荷
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
月
日

七
別
表
第
三
の
動
物
用
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
使
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
動
物
用
優

薬
品
使
用
対
象
動
物
及
び
そ
の
生
産
す
る
乳
、
器
埼
を
食
用
に
供
す
る
た
め
に
と
殺
し
、
若
し
く
は
水
揚
げ
し
、

又
は
出
荷
し
て
は
な
ら
な
し
、
旨

(
獣
医
師
に
よ
る
動
物
版
医
藁
品
の
使
用
の
特
例
)

第
五
条
獣
医
師
は
、
繁
八
十
三
条
の
四
第
二
頂
た
だ
し
辨
の
規
定
に
ょ
り
別
表
第
一
及
び
別
泰
一
一
の
動
物
用
医

薬
品
の
楓
に
刑
げ
る
動
物
用
医
桑
品
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
診
療
に
係
る
対
魚
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
客
に

対
し
、
当
該
対
線
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

の
生
産
を
防
止
寸
る
た
め
に
、
鐙
と
さ
れ
る
出
荷
制
限
期
問
(
当
該
動
物
用
医
藁
品
を
投
与
し
た
後
当
該
対
象
動
物

及
び
そ
の
生
産
す
る
乳
、
鶏
卵
等
を
食
用
に
供
寸
る
た
め
に
出
荷
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
期
問
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
)
を
別
記
様
式
第
尋
の
出
荷
制
限
期
鞠
指
一
否
に
よ
り
業
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
わ
い
て
、
こ
れ
ら
の
表
の
動
物
用
医
藁
品
の
欄
に
掲
げ
る
動
物
用
医
薬
品
を
動
物
用
医
糖
使
用
対
線
動
物
に
使

燭
寸
る
と
ぎ
は
、
当
該
動
物
用
優
薬
品
使
用
対
象
動
物
の
種
類
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
使
用
禁
止
期
問
の
欄
に
掲
げ

る
期
闘
以
上
の
期
閥
を
出
荷
制
限
期
闇
と
し
て
指
示
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

官

(
医
需
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
坤
)

第
六
条
法
第
八
十
三
条
の
五
第
一
項
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
ぎ
J
1
÷
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
別
表
第
匹
の
医
薬
品
の
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
は
、
当
該
医
薬
品
の
種
類
に
応
じ
同
表
の
医
薬
品
使
用
対
象
動
物

の
欄
に
掲
げ
る
動
物
(
以
下
「
医
需
使
胴
対
魚
動
物
」
と
い
う
J
以
外
の
対
象
動
物
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と

二
別
表
第
四
の
医
薬
品
の
訓
に
掲
げ
る
医
藁
品
を
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
に
使
用
す
る
と
き
は
、
同
表
の
使
用
禁

止
属
途
の
欄
に
掲
げ
る
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

(
蹴
医
師
に
ょ
る
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
指
示
)

第
七
条
獣
医
師
は
、
別
表
第
四
の
医
薬
品
の
捌
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
診
療
に
係
る
阪
薬
品

使
用
対
象
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
当
該
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で

人
の
健
臘
を
捫
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
生
産
を
防
止
す
る
た
め
、
食
用
に
供
す
る
た
め
に
出
荷
し
て
ほ
な
ら
な

い
旨
を
別
記
様
式
第
一
号
の
出
荷
禁
止
指
示
"
り
に
ょ
り
指
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
"

(
医
需
の
使
用
に
係
る
帳
惣
の
記
載
)

第
八
条
医
薬
品
の
使
用
者
は
、
別
表
第
四
の
医
藁
品
の
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
医
器
使
用
対
象
動
物
に
使
用
し
た

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
吐
卜
項
を
帳
拷
に
記
載
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

当
該
医
薬
品
の
名
称

憙
医
薬
品
の
用
法
及
び
用
川

二

当
該
医
薬
品
を
使
用
し
た
年
月
日

三

当
該
医
薬
愛
使
用
し
た
場
所

四

当
該
医
藁
品
使
用
対
象
動
物
の
秘
類
頭
羽
昆
数
及
び
特
徴

五六
当
該
医
薬
品
使
用
対
象
動
物
及
び
そ
の
生
産
す
る
乳
鶏
卵
等
を
食
用
に
獣
す
る
た
め
に
と
殺
し
、
若
し
く
は

水
揚
げ
し
、
又
は
出
荷
し
て
は
な
ら
な
い
旨

智
則
抽
一
(
鵬
N
か
叙
心
獣
器
顎
閉
獣
遜
靈
)

忌
書
証
硫
拳
、
』

司
X
託
t
や
こ
Y
則

断
逢
忌
化
二
俳
逢

聖

尋
書
遡
鳳
鷺
聖
霊

獣
途
ミ
手

ぽ
ワ
"
司
J
1
ー
＼
司
H
Y

潤
嵜
逢
鳥
辻
代
叫
咽
置

蛙
馴
曹
聖

↓薪

M
ば
、
,
司
ル
＼
ゞ
H
Y

鄭
血
f
逢
混
.
>
N
叫
劇
饗

浸
聾
言
轡

翻

油
巣
却
q
遜
式

一
田
脚
化
C
ペ
罫
鵬
一
姦
鴫

岩
昌
(
t
オ
.
声
)
ゞ
三
 
7
ー
.

卸
剛
瑞
無
需
熱
迎
叫
腎

〔
ヤ
0一

皿
弊
代
广
ペ
宴
矧
一
貫
ま

肝
δ
物
晶
〔
邉
嘗
)
江
、
母

脚
剛
翼
呂
哥
π
醜
避
叫
水
六

「
て
 
0

ゑ
電
ゞ
゛
心
へ
マ
,
 
Y

廊
創
逢
見
辻
N
叫
創
皆

並
熟
賣
澄

瓢
讐
ゞ
゛
4
之
Y

働
出
響
熱
辻
N
叫
舞

異
蔀
然
議

辱

宴
繍
一
冨
讐
Π
゛
昂
品
江
引

8
卸
剛
]
口
N
回
江
↓
団
澁

宍
苅
d
N
議
口
迩
軌
叫
令
:
n

r
Y
 
O

煮
(
肝
甫
畠
勲
康
M

か
゛
8
徴
爵
<
し

湾
淑
斤
運
至

辧
油
凡
宏
叫
亦
;
き
3
凡
N

鄭
艸
豐
m
皿
匪
X
昇
瀚

油
凡
除
叫
か
7
1
8
π
帯
#

叫
赤
獣
冨
黒
孟

肺
証
訂
麻
叫
之
n
5
片
ル

齢
叫
水
罫
朝
皿
団

舞
(
H
〒
逮
島
敞
鷲

小
ず
ε
融
鄭
<
し

容
圏
一
冨
鴫
浮
゛
勗
肩
江

8
凱
側
一
皿
N
回
↑
X
↓
晋

"
琴
げ
〔
哉
口
滞
'
・
叫
創

α
「
t
o

墨
一
一
咲
啓
忌
如
(
辻

會
)
江
引
8
鮓
敞
葡
d
ペ
哉

口
懲
゛
4
*
N
ル
0

瀞
語
π
宏
叫
創
;
゛
,
 
3
丹
化

齢
叫
か
=
W
和
亜

-
m
脚
化
C
ペ
写
陽
一
姦
断

汁
,
゛
一
誤
昆
(
1
辻
.
煮
)
慢
引

8
卸
鄭
雰
県
語
サ
d
門
酸

電
栗
n
案
二
;
゛
,
 
3
-
R

歯
叫
永
獣
釜
遜

口
一
沖
゛
叫
か
典
代
0

脚
遍
天
宗
叫
永
汁
3
凡
化

齢
畔
劇
菩
心
皿
國

脚
需
辧
叫
讐
Ⅱ
妾
R

爆
叫
か
き
=
皿
匡

平成25年5月30日木曜日 報 (号外第 111 号)



アミトラズを有効成
分どする懸垂剤

アモキシシリンを有
効成分とする飼料添
加剤

蛮蜂(採蜜している
ものを除く。)

牛(生後5向を超え
るものを除く。)

豚

蜜蜂の巣板4枚当たり

に'垂すること;

アモキシシリンを有
効成分とする飲水添
加剤

鶏(産卵鶏を除く。)

騨

1日暈として体重1蚫当

毎を飼将に混じて経口投
与すること。

1日塑として体重1胞当
たり]0 (力価)以下の
金を飼鷺に混じて経口投

たり20叫(力価)以下の
靴を皮下又は筋肉内に注

すずき昌魚類

越

与すること。

1日量として体重1胞当

牛(生後5河を超え
るものを除く。)

たり50 (力価)以下の
鉦を飼騒に混じて経口投
与すること。

1日量として体重1鼬当
たり如(力価)以下の
量を飼新に混じて経口投

食用に憾するためにと殺する前10日問一

アモキシシリンを有
効成分とする注射剤

豚

与すること。

食用に供するためにど
殺する前5日問

鷄(産卵鶏を除く。)

1日量として体重1蚫当
たり10昭(力価)以下の
量を飲水に溶かして経口
投与すること。

食用に供するためにと
殺する前5日間

安息香酸ビコザマイ
シンを有効成分とす

牛(搾乳牛を除く.)

1日批として体亟1蚫当
たり10叫(力価)以下の
量を飲水に溶かして経口
投与すること。

畑,如嘴卸岫
量を飮水に溶かして経口

る飼料添加剤

食用に供するために水
揚げする前5日艇

射すること。

豚

安患香酸ビコザマイ
シンを有効成分とす

投与すること、

食用に供するためにと
殺する前10日問

豚

1日量として体重1蚫当
たり15鴫(力価)以下の
量を筋肉内に注射するこ
と。

1日量として体重1地当
たり15 (力価)以下の
扇を筋觜内に注射するこ

豚

る飲水添加剤

爲用に撚するためにと
殺する削5日闘

すずき目魚類

アンピシリンを有効
成分とする飼料添加
剤

食用に供するためにと
殺する前四日間

アンビシリンを有効
成分とする飲水添加
剤

鶏

食用に供するためにと
殺する前5日隠

と。

豚

すずき日魚類

飼料 11当たり50艮(カ
価)以下の量を飼料に混
じて経口投与すること。

1日量として体重1艶当
たりN鴫(力価)、以下の
轟を飼斜に混じて経口投
与すること。

食用に供するためにと
殺する前非日問

1日量として休重1捻当
たり10 (力価)以下の
金を飼照に混じて経口投

牛(生後6月を超え
るものを除く。)

1日量として"重1蚫当たり如(力西)以下の
毎を飼闘に混じて経口投
与すること。

1日蹴として体吸lkg当

垂を飼鷺に混じて経口投

与すること。

食用に供するためにと
殺する前記日問

食用に供するためにと
殺する前認日問

1日量として体重1蛇当
たり2.5皿(力価)以下
の量を飲水に溶かして経

アンピシリンを有効
成分七する強制経口
投与剤

豚

口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前5日問

食用に供するためにと
殺する前5日間

与すること。

1日量として体重1蚫当
たり24 (力価)以下の
金を飼騨に混じて経口投

舟

1日世として体靈1蚫当

たり24啄(力価)嵯下の
量を飲水に溶かして経口
投与すること。

1日量七して体重1蚫当
たり24叫(力価)以下の
量を飲水に溶かして経口

食用に供するために水
揚げする荊27日問

与すること。

食用に供するためにと
殺する前2日闇

牛(生後6月を超え
るものを除く。)

食用に供するためにと
殺する前5日催

食用に供するために水
揚げする前5百問」

投与すること。

1日量として体重1胞当
たり如肥(力価)以下の
量を飲水に溶かして経口
投与すること。

豚

アンピシリンを有効
成分とする注射剤
(懸濁油性剤を除

食用に供するためにと
殺する前5日間

食用に供するためにと
殺する而5日問

く。)

鶏

1仔量として体重1捻当

たり24鴫(力価)以下の
量を強制的に経口投与す

食用に供するためにと
殺する前5日問

ること。

1日量として体靈lkg当

たり24N.(力価)以下の
駄を強制的に経口投与す
ること。

牛

アンピシリンを有効
成分とする注射剤
(懸濁油性剤)

食用に供するためにと
殺する荊2ヨ閻

1日量として体重1蚫当

棄を強制的に経口'与・す

豚

食用に供するためにと
殺する前5日間

ること。

1日量として体重1蚫当
たり20肥(力価)以下の
量を皮下又ほ筋肉内に注
射すること。

牛(生後6月を超え
るものを除く。)

食用に供するためにと
殺する前5日間

」日址として体重1地当
たり肋昭(力価)以下の
量を皮下又は筋肉内に注

豚

食用に供するために七
穀する前2日劉

射すること。

1日量として籍重1距当
量を皮下又は筋肉内に注

食用に供するためにと
殺する前閉日問又は食

射すること。

1日量として体重1即当

用に供するために搾乳
する前陀時聞

食用に供するためにと
殺する前7日間

え1月後
芽

生
の

(
も

牛
る

(
如
や
二
澱
式
吹
)

皿
豐
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田
 
o
m
 
吹
山
"
十
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寸
アンビシリンナトリ
ウムを有効成分とす
る注射剤(別表第2
に掲げるものを除
く。)

アンビシリンを有効
成分とする子宮・腔
内投与剤

牛

イソプロチオランを
有効成分とする飼料
添加剤

牛

イソプロチオランを

1日量として体重1地当
たり8 (力価)以下の驫を静朕内に注射するこ

有効成分七する強制
経口投与剤

と。

1日量として体重1蚫当
たり10嘩(力価)以下の
量を筋肉内に注射するこ
と。

牛

イベルメケチンを有
効成分とする飼料添
加剤

1日量として1頭当たり
5001"g (力価)以下の量
を子宮内に投与するこ

卸

牛

イベルメクチンを有
効成分とする強制経
口投与剤

食用に供するためにと
殺する前3日問又は亘
mに供するために搾乳
する前π時問

食用に供するためにと
殺する前7目衙又は食
用に供するために搾乎L
する前72時爾

と。

1日量として体重1蛇当
たり50昭以下の量を飼料
に混じて経口投与するこ

1日駄として体重1蚫当
たり7.5延以下の量を皮
下に注射すること。

豚

イベルメケチンを有
効成分とする注射剤

と。

1日量として体重1 当
たり弱叫以下の量を顎制
的に経口投与すること。

,馬

食用に供するためにと
殺する前5日問又は食
用に供するために搾乳

イベルメクチンを有
効成分とする外皮塗
布剤

する前器時間

1日量として体重1距当

たり叩一g以下の量を飼
料に混じて経口投与する

牛(捺乳牛を除く。)

エリスロマイシンを
有効成分とする飼料
添加削

食用に琳するためにと
殺する前H日問又は食
用に憾する芹めに搾乳する前24時卿

エチプ訂ストントロ
メタミンを有効成分
とする注射剤

こと。

豚

1日量として体重1蚫当

捌的に'F口投与するこ

チオシアン酸エリス
ロマイシンを有効成
分とする即k添加剤

食用に僅するためにと
殺する前μ日問又は食
用に供寸るために搾乳
する前祖時間

牛(搾乳牛を除く。)

と。

エトキサゾールを有
効成分とする外皮塗
布剤

1日量として体重1蛇当

ボに注ゞ与る.と。
1目量として体重1蚫当

朶1醒券早1工?量を皮

エリスロマイシンを
有効成分とする注射
削

すずぎ目魚類

食用に鑾するためにと
殺する前7日問

牛

エプリノメケチンを
有効成分とする外皮
塗布剤

豚

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するためにと
殺する前肌日間

1日量として体重1地当

盤帝,鼎工斑蛸

牛(搾乳牛を除く。)

牛(生後6月を超え
るものを除く。)

1日暈として体重1地当
たり6山(力価)'以下の
廐を飼点に混じて経口投

1日単として 1頭_当たり
5.0昭以下の量を1所肉内

食用に琳するためにと
殺する則40日問

与すること。

に注射すること。

1日量として 1頭1!たり
1.τ叫以下の量を筋肉内
に注射すること。

牛

馬(生後12月を超え
るものを除く0

食用に供するためにと
殺する前35日問

]日量として体重1蚫当
たり1昭以下の量を頭部
から尾根部に塗布するこ

食用に供するためにと
殺する前37日問

豚

エリスロマイシンを
有効成分とする乳房
注入剤

珀"札階動越
量を筋肉内に注射するこ
と。

1日駄として体重1距当
たり4 (力価)以下の
矗を筋背内に注射するこ
と。

1日量として体重1蚫当
たり20鴫(力価)以下の
量を筋肉内に注射するこ
と。

珀避比1動岫
量を筋肉内に注射するこ

と。

食用に供するために水
揚げする前30日間

食用に供するためにと
殺する前4日梱

食用に供するためにと
殺する前N日問又は食
用に供するために搾乳
する前60時問

鶏(産卵鶏を除く。)

1日量として体重1蚫当
たり500μg以下の撒を背
に塗布すること。

エンロフロキサシン
を有効成分とする欽
水添加剤

食用に供するためにと
殺する前3日問

食用に供するためにと
殺する前5日間

食用に催するためにと
殺する則H日問

エンロフロキサシン

牛(泌乳しているも
のに限る。)

を有効成分七する強
制経口投与剤

食用に僅するためにと
殺する駒7日間

食用に供するためにと
殺する荊唯日捌

食用に供するためにと
殺する前H日問

エンロフロキサシン
を有効成分とする注
射剤(アルギニンを

鶏(産卵鷄を除く。)

食用に供するためにと
殺する前20日闇

含有するものにれ
と有効成分、分量、
用法、用量、効能、
効果等が同一性を有
すると認められるも
のを含む。)を除く。)

食用に供するためにど
殺する前北日問

と。

牛(生後3月を超え
るものを除く。)

1日量として搾乳後に!
分房 1回当たり3叫昭(カ
価)以下の量を注入する
こと。

食用に供するためにと
殺する前玲日間

牛

エンロフロキサシン
を有効成分とする注
射剤であってアルギ
ニンを含有するもの
(これと有効成分、

分量、用法、用塑、
却侑E、効果等が同一
性を有すると認めら
れるものを含む。)

飲水1、1当たり50嗹以下
の量を溶かして経口投与

食用に供するためにと
殺する前12日問

すること。

豚

1日重として体重1昭当
たり5鴨以下の量を強制
的に経口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前5日間又は食
用に供するために搾乳
する前π時問

1日挺どして体重1蚫当
たP5叫以下の量を皮下
に注射すること。

牛(搾乳牛を除く。)

食用に供するためにと
毅する前4日問

1日量として体重1蚫当
たり、5昭以下の量を筋肉
内に注射すること。

食用に供するためにと
殺する前12日問
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オキシケロザニドを
有効成分とする強制
経口投与剤

オキシテトラサイケ
リンを有効成分とす
る飼料添加剤

牛

牛(生後6月を超え
るものを除く。)

アルキルトリメチル
アンモニウムカルシ
ウムオキシテトラサ
イケリンを有効成分
とする飼料添加剤
(別表第2に掲げる

ものを除く。)

豚

1日量として体重1鼬当
たり10鴫以下の量又は 1
頭当たり3.4g以下の量
を強制的に経口投与する

鷄(産卵鶏を除く。)

こと。

飼制.1 t 当たり400宮(カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

飼料] t 当たり400邑(カ
価)以下の量を澀じて経

牛(生後6月を超え
るものを除く。)

鶏

廸

豚

食刈に供するためにと

口投与すること。

飼料・1 t 当たり400窪(ウ
価)以下の量を混じて経
口投ぢ・すること。

殺する前N日間又は食

用に瓔するために搾乳
する前鮖時問

鶏(産卵鷄を除く。)

飼料・1t 当たり40og (カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前5日問

塩酸オキシテトラサ

すずき目魚類

イケリンを有効成分
とする飼料.添加.剤
(別表第2に掲げる

飼料lt 当たり40og(カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

飼料lt 当たり40og(カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

1日量として体重1地当
たり50 (力価)以下の
矗を飼籍に混じて経口投
与すること。

1日'攝として体重 lkg当
たり50 (力価)以下の
駄を飼騒に混じて経口投

食用に供するためにと
殺する前5日問

食用に琳するためにと
殺する前5日問

ものを除く0

かれい同魚類

食mに供するためにと
殺する前5日間

食用に供するためにと
殺する前5日問

牛(生後6例を超え
るものを除く。)

食用に供するためにと
殺する前5日問

食用に供するためにど

豚

食用に供するために七
殺する前5日間

うなぎ目魚類
ぎにあっ〒は、

鶏(産卵鶏を除く。)

与すること。

食用に供するためにと
殺する前5日問

酸og以下のもの及
び食用に供す昏ため
に水揚げする前30日
問は飼音水の交換率
力吐日平均40%以上
の条件におかれる体
重10ogを超えるも

師伴H t 当たり400β(カ
価)以下の蚤を混じて経
口投与すること。

すずき目魚類

毅する前M日間又は食
用に供するために搾乳

食用に供するために水
揚げする前却日閻

飼料 lt 当たり40og(カ
価)以下の量を混じて経

(うな
体重

にしん目魚類(海水
中で養殖されている
もの)

口投与すること。

飼料1ミ当たり卯og(カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

の)

かれい目魚類

食帰に供豆るために水
揚げする前如日間

1日量として休重lkg当
たり50叩(力価)以下の
量を飼料に混じて経口投
与すること。

にしん昌魚類(淡水
中で養殖されている
もの.ただし、あゆ
を除く。)

1日量として体重1地当
たり50 (力価)以下の
慨を鯏鷺に混じて経口投
与すること。

1日量として体重1蚫当
たり50 (力価)以下の
金を飼新に混じて経口投
与すること、

1日量として体重1距当
たり50 (力価)以下の
臺を飼照に混じて纒口投

塩酸オキシテトラサ
イケリンを有効成分
とする飲水添加剤

食用に琳するためにと殺する前5日問」一

ふぐ目魚類

する前72時問

(別表第2に掲げる
ものを除く。)

食用に鑾するためにと殺する前5日鹿」

くるまえび

1日量として体重1蚫当
たり釦(力価)以下の
攝を飼奪に混じて経口投
与すること。

1日量として体重lkg当

たり50,g (力価)以下の
量を飼料に混じて経口投
与すること。

1日量として体重1蚫当
たり5伽(力価)以下の
廠を飼点に混じて纏口投

L と。

食用に供するために水
揚げする前30日問

食mに供するためにと
殺する前5日間

食用に供するためにと
殺する前Ⅱ日間

牛(搾乳牛を除く、)

食帰に供するために水
揚げする前30日間

与すること。

塩皎オキシテトラサ
イウリンを有効成分
とする強制経口投与
剤

食用に供するためにと
殺する前13日間又は食

豚

食用に供するために水
揚げする前訟日間

食用に供するために水
揚げする前如日問

与すること。

鶏(産卵鶏を除く。)

1日量として体重1陀当
たり20昭(力価)以下の
量を飲水に溶かして経口
投与すること。

1日蹴として休重1陀当

た旦i1吃(力価)以下の
量を飲水に溶かして経口
投与すること。

飲水11当たり則0昭(カ
価)以下の量を溶かして

食用に供するために水
揚げする前30日問

オキシテトラサイケ
リン又はその塩酸塩
を有効成分とする注
射剤(2ービロリド
ンを含有するもの
(これと有効成分、

分量、用注、用量、
効能、効果等が岡一
性を有すると認めら
れるものを含む。)を
除く。)

食用に供するために水
揚げする前如日問

牛(生後6nを超え
るものを除く。)

用に供する卵の産卵前
15日痢

食用に供するために水
揚げする前25日問

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

内又は腹腔内に注射する

経口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前7日問

牛

1日量として体玉1細当
たりN肥(力価)以下の
蹴を強制的に経口投与す
ること。

食用に供するためにと
殺する前7日問

1日量として体重1艶当

たり20昭(力価)以下の
量を強制的に経口投与す

豚

ること。

食用に俳するためにと
殺する前7日問
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Φ
オキシテトラサイケ
リン又はその塩酸塩
を痴効成分とする注
射削であって2ーピ
口りドンを含有する
ものにれと有効成
分、分量、用法、用
量、効能、効果等が

同一性を有すると契
められるものを含
む。)

牛

豚

オキソリン酸を有効
成分とする飼料添加
剤(懸濁水性剤を除
＼。)

1日量として体重 lkg当
たりΞ0 (力価)以下の
金を務鴨内に注射するこ
ど。

1日量として体重1蚫当

ミ地智仂個町9
.。が礼、'洲0蚫
以下の子豚にあっては、
1日量として1頭当たり
200鵡(力価)以下の!ミ
を皮下又は筋肉内に注射

食用に供するためにと
殺する前H日問

牛(生後50日を超え
るものを除く。)

豚

池

食用に供するためにと
殺する前能日問

すること、

鶏(産卵鶏を除く。)

1日量として体重1蚫当
たり卯昭以下の風を鯏料
に混じて経口投与するこ

食用に供するためにと
殺する前30日問

すずき掛魚類

と。

1日量として体所1蚫当
たP20鴫以下の量を飼料
に混じて経口投与・するこ
と。

にしん倒魚類("脚k
中で養殖されている
もの)

飼料 l t、当たり 500 以下の駄を混lj、て経口晃与

オキソリン酸を有効
成分とする飼萪添加
剤(懸濁水性剤)'

すること。

1日量として体重lkg当
たり30叫以下の:11を鯏料
に混じて経口投与するこ
と。

食用に供するためにと
殺する前5日際

にしん目魚類(淡水
中で養殖されている
もの。ただし、あゆ
を除く。)

うなぎ目魚類(うな
ぎにあコては、食用
に供するために水揚
げする前25日冏は鯏

オキソリン酸を有効

食用に供するためにと
殺する前5日問

成分とする飲水添加
剤

1日蛍として体重1艶当
たり⑳鵡以下の臺を捌料
に混じて経口投与するこ
と。

1日量として体重1蛇当
たク即鴫以下の量を飼劉
に混じて経口投与するこ
と。

1日量として体重1蚫当
たり20昭以下の量を飼料
に混じて経口投与するこ

育水の交換率が1日
平均50%以上の条件

1日量として体重1即当
たり1,瑚.(力価)以下の
量を強制的に経口投与す
ること。

1日量として体重1捻当
たり15叫(力価)以下の
嫩を強制的に経口投与す

すずき目魚類

オキソリン酸を有効
成分とする強制経口
投与削

食用に供するためにと
殺する市j5日問

におかれるもの)

こい目魚類

食用に供するために水
揣げする前16日闇

*キソリン酸を盲効
成分七する薬浴剤

食用に供するためにと
殺する前7日間

鶏(産卵鶏を除く。)

あゆ

食剛に供するために水
揚げする前m日問

と。

豚(生後1月を超え
るものを除く。)

1日量として体重lkg当
たP20鴫以下の量を飼料
に混じて経口投与ぎるこ

オフロキサシンを有
効成分とする即k添

くるまえび

食用に供するために水
揚げする前21日問

と。

1日量として体重1地当
たりN肥以下の量を飼料
に混じて経口投与するこ
と。

1日量として体重1蚫当
たり20叫以下の量を飼料
に梶じて経口投与するこ
レ
^0

1日量として体重1器当
に混じて経口投与するこ

加剤

うなぎ

1日量として体重1頴当たりW鵡以下の量を頴水
に混じて経口投与するこ

食用に供するためにと
殺する前N日間

食用に供するために水
揚げする前25日闇

あゆ

オメプラゾールを有
効成分とする強制経
口投与剤

と。

」日量として体重1謡半たり20而以下の量を謡制

食用に似するために七
殺する前7日問

ること。

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供立るために水
揚げすぢ前16目閻

的に経口投与すること。

オルビフロキサシン
を有封J成分とする注
射剤

水1't当たり50以下の
量を溶かCて薬浴するこ
と。

水lt 当たり100以下の
量を溶かCて薬搭するこ

食用に供するために水
揚げする前28日問

レ
L.0

食用に供するためにと
殺する前5日問

食用に供するためにと
殺する前5日問

.Ξ,1

食用に供するために水
揚げする前H日冏

と。

硫酸カナマイシンを
有効成分とする飼料
添加剤(別表第2に
掲げるものを除く。)

飲水11 当たりN0叫以
下の量又は1ヨ量として

体重1即当たり10昭以下
の量を飲水に溶かして経

食用に供するためにと
殺する前5日問

牛

食用に供するために水
揚げする前帥日問

口投与すること。

食用に供するために水
拐げする前25日問

豚

1日量として体重1 当
たり4鴫以下の量を顎制
的に経口投与すること。

硫酸カナマイシンを
有効成分とする飲水

食用に供するために水
揚げする前H日聞

添加剤

豚

1日量として体靈1地当
たり5 以下の量を筋肉
丙に注野すること。

1日量として体重1 当

丙に注野すること。

食用に供するためにと
殺する前7日間

硫酸カナマイシンを

鶏(産卵鶏を除く。)

む吋""、ヨ効成分とする惟制

鶴(産卵鶏を除く。)

食用に供するためにと
殺する前5日問

飼料 1 1.当たり180g (カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

飼料 11.当たり90旦(カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

牛(搾乳牛を除く。)

食用に瓔するためにと
殺する前21日閻又は食
用に供するために搾乳
する前陀時問

食用に供するためにと
殺する前H日問

豚

1日量として井重1蚫当
'量を献条に溶かLて経
口投与すること。
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硫酸カナマイシンを
有効成分とする注射
剤

牛

硫酸カナマイシンを

豚

有効成分とする鼻腔
内投与剤

鶏

硫酸カナマイシンを
有効成分とする気管
内投与剤

1日量として体重lkg当
たり10 (力価)以下の
轟を筋跨内に注射するこ
と。

1日量として体重1詑当
たり20mg (力価)以下の
量を筋肉内に注射するこ
と、

豚(生後2月を超え
るものを除く。)

カルバリルを有効成
分とする外皮散布剤

1日量として体東1胞当
たり50鴫(力価)以下の
挺を筋肉内に注射するこ

牛(生後6月を超え
るものを除く。)

皿

食用に供するためにと
殺する前30日問又は食
用に供するために捺乳
する前36時問

食用に供するためにと
殺する前30日凶

と。

カルバリルを有効成
分どする外皮噴需剤

ι日量として 1頭当たり
]60昭.(力価)以下の量
を鼻腔内に投匂,するこ

牛(搾乳牛を除く。)

と。

鶏

1日量として 1頭当たり
500肥(力価)以下の最
を気管内に投与するこ

食用に供するためにと
殺する前H日而又は食
用に供する卵の産卵前
10日問

カルペトシンを有効
成分とする注射剤

と。

牛(搾乳牛を除く。)

1日量として1頭当たり
3 以下の量を帯体に直
接最布すること。
1日量として1羽当たり
0.12 以下の量を畜体に
直喪散布するビモ。

キタサマイシンを有
効成分とする飼料添
加剤

食用に供するためにと
殺する前3日問

塩酸ケレンプテロー
ルを有効成分とする
注射剤

鶏

食用に供するためにと
殺する前綿日問

ケロプロステノール
又はそのナトリウム
塩を有効成分とする
注射剤

豚

0.5%以下の水溶液を 1
日1回以下畜体に直接噴
霧すること。

グリカルピラミドを
有効成分とする飼料
添加剤(別表第2に

豚

牛

食用に供するためにと
殺する前7日廊

掲げるものを除く。)

0.5%以下の水溶練を 1
日1剰以下畜休に幟接噴
霧すること。

塩酸クレンブテロー
ルを有効成分とする
強制経口投与削

dーケロプロステ
ノールを有効成分と
する注射剤

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するためにと
殺する市Π日問又は食
用に供する卵の産卵前
1日間

牛

1日量として1頭当たり
之鵬以下の是を筋肉内
に注射すること。

鶏(産卵鶏を除く0

豚

食用に世するためにと
殺する前7日湘

飼料lt 当たり330g (1コ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

飼料 lt 当たり〒oog(カ
価)以下の量を混じて経

1日量として1頭当たり

0.ミ凾以下0と量を静月ミ内に注射するごと。

塩酸ケロルテトラサ
イケリンを有効成分

食用に供するためにと
殺する前W日問又は食
用に供するために搾乳

食用に供するためにと
殺する前7日艇又は食
用に供する卵の産卵前
1日問

'.,J

牛

とする飼料添加剤
(別表第2に掲げる

ものを除く。)

1日量として1頭当たり
0.巨mg以下の量を筋肉内
に注射すること。

1日鐵として1頭当たり
0.175嘩以下の量を筋肉
内に注射すること。

口投・与すること。

豚

鯏料lt当たり冊以下
の量を混じそ経口兵与す

食用に供するためにと
殺する前3日問

ること。

牛

食用に供するためにと
殺する前4日間

食用に供するため忙と

殺する前9.日間又は食
用に供するために搾乳
する前Ⅱ叫寺問

雫瑞炉譜箔動隣
制的に経口投与するこ

1日量として1頭当たり
0.15吃以下の量を筋肉内
に注射すること。

1日量として1頭当たり
0.07旦鴫以下の鐵を筋肉
内に注射すること。

塩酸クロルテトラサ
イウリンを有効成分
とする即jく添加剤

食用に僅するためにと
殺する前2日閻

豚

レ
^0

食用に供するためにと
殺する前7日問

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するためにと
殺する前5日問

食用に供するためにと
殺する前7日問

1日量として待重1蚫当
毎を鯏新に混じて経口投

牛(搾乳牛を除く。)

与すること。

食用に洪するためにと
殺する前兇日間

食用に供するためにど
殺する前3臼問

飼料lt 当たり4如g(カ
価)以下の量を澀じて経
口投与すること。

飼料lt 当たり440g(カ
価)以下の量を況じて経
口投与すること。

豚

塩酸ケロルテトラサ
イウリンを有効成分
とする強制経口投与
削

食用に世するためにと
殺する前1日問

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するためにと
殺する朋10日間又は食
用に供するために搾乳

1日量として体重1蚫当
たり20肥(力価)以下の
凧を歎水に溶かして経口
投与すること。

畑゛ど眺釦ψたり30噂(カ)以丁の
量を飲水に溶かして経口
投与するこど。

飲水 11 当たり220吃(カ

^0投与北..。

塩酸クロルテトラサ
イケリンを有効成分
とする子宮・腔内投
与剤

する前132時問

食用に供するためにと
殺する前15日問

する前柁時間

豚(生後1月を超え
るものを除く。)

グルコン酸クロルヘ

とする浸漬 1」

食用に供するためにと
殺する前7日問

牛

食用に供するためにと
殺する前W日問

1日量どして体重lkg当
たり25鴫(力価)以下の
量を強制的に経口投与す
ること。

牛

食用に供するためにと
殺する前15日闇

1日量として 1頭当たり

500嘔_(力価)以下の量
を子宮内に投与するこ
と。

食用に供するためにと
殺する前7臼問

1%以下の水溶液に搾乳
後の乳頭を浸漬するこ
と。

食用に世するためにと
殺する前15日間

(
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Φ
硫酸ゲンタマイシン
を有効成分とする飼
料添加削

硫酸ゲンタマイシン
を有効成分とする飲
水添加削

牛(生後3凡を超え
るものを除く。)

硫酸ゲンタマイシン
を有効成分とする強

牛〔生後3月を超え
るものを除く。)

制経口投与剤

硫酸コリスチンを有
効成分とする飼料添
加剤

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

1日靴として体亟1蛇当
たり乞(力価)'以下の
慨を飼新に混じて経口投
与すること。

硫酸コリスチンを有
効成分とする飲水添
加剤

豚(生後10日を超え
るものを除く。)

1日量として体乎lkg当たり2昭(力価以下の
吊を飲水に溶かして経口
投与すること。

飲水 1 1 当たり 6.?5延
(力価)以下の量を溶か
して経口投与すること。

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

池

食用に琳するためにと殺する卸」30日商」

酒百酸酢酸イソ吉草
酸タイロシンを有効

牛(生後6月を超え
るものを除く。)

成分とする飼料添加
剤

食用に性するためにと殺する前30日問」

と。

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

飼料lt 当たり20og (カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

梱石酸酢酸イソ吉草
酸タイロシンを有効

食用に供するためにと
殺する前Ⅱ日剥

成分とする飲水添加
剤

1日量として体重1地当
たり5 (力価)以下の
臺を飲繋に溶かして経口
投与すること。

1日量として体重1蚫当
たり10叫(力価)以下の
_獣を飲水に溶かして経口

豚

食用に供するためにと
殺する前N日間

,駿ジヒドロストレ
芋トマイシンを有効
成分とする注射剤

酢酸ケロステボルを
有効成分とする注射
削 食用に供するためにと

殺する市j2日闇

鶏(産卵鶏を除く。)

(別表第2に掲げる
ものを除く。)

ジケロルイソシアヌ
ル酸ナトリウムを有
効成分とする飲水添
加剤

投与すること。

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するためにと
殺する前3日問

飼料」 t 当耆り,0气(カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

飼料lt 当たり50og(カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

食用に燮するためにと
殺する前3日問

牛

豚(生後7日を超え
るものを除く。)

塩化ジデシルジメチ
ルアンモニウムを有
効成分とする飮水添
加剤

食用に供するためにと
殺する前3日閻

豚

,,:

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するために七殺する前3日問一

1日量として体重1 当
たり郵鴨(力価父搾焼¥
しこあっては10昭(力価))
以下の量を筋肉内に注射
すること。

1日量七して体重1距当
たり25鴫(力価)以下の
量を筋肉内に注射するこ

1日則として1頭当たり
10 以下の量を筋肉内に
注器すること。七' L

豚

シフルトリンを有効
成分とする耳標剤

鶏

食用に鑾するためにと
毅する前5日間

食11-1に供するためにと

飲水 11 当たり100昭以
下の量を溶かして経口投
与すること。

飲水 11当たり100肥以
下の是を溶かして経口投

奥化プリフィニウム
を有効成分とする注
射剤

鶏(産卵鶏を除く。)

殺する前4日問又は食
用に供するためk搾乳

食用に供するためにと
殺する前5日闇

と。

1日量として体重1蚫当

塩酸ジフロキサシン
を有効成分とする飲
水添加剤

与すること。

牛

たり100 (力価)以下
み量をゞ鳥内に注射する
」^ユ

1日量として体重1蚫当
たり]00 (力価)以下
の址を'踊内に注射する

食用に供するためにと
殺する前90日問又は食
用に供するために搾乳
する前π時問

食用に供するために七
殺する前20日問

飲水 1 1 当たり16.7mg以
下の量を溶かして経口投

する前門時閻

食用に供するためにと
殺する前4日閻

与、すること。

牛

ジョサマイシンを有
効成分とする飼料添
加剤

食用に供するためにと
殺する市j1日倒

食用に供するためにと
殺する荊印日澗

こし。

豚

食用に供するためにと
殺する前1日問

左右の耳介に各1.5ヰ以
下の量を装着すること。

食用に僅するためにと
殺する前90B問

食用に供するためにと
殺する前5日問

1日鍬として体重1昭当

豚

たり0.2 以下の量を静
脈内に.11すすること。

食用に供するためにと
殺する前四日間

分とする鯖萪添加罰

鶏(産卵鶏を除く。)

1日量として休重1 当
たり5瑚以下の量を顎水
に溶かして経口投与する
こと。

すずき目魚類

硫酸ストレプトマイ
シンを有効成分とす
る飲水添加剤

簸撃H t 当たり1008(カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

所伴卜11 当たり卯0σ(カ価)以下の金を混げて経
口投与すること。

1日量として体重lkg当

金を飼騒に混じて経口投

食用に供するためにと
殺する前肌日間

式

食用に供するためにと
殺する前7日問

牛

.与すること。

食用に供するためにと
殺する前3日問

豚

飼料lt当たり5 以下
の量を混じt経口襲与す
ること。

食用に供するためにと
殺する前3日間

1日量として体重1蚫当
たり諦鴫(力価)以下の
量を飲水に溶かして経口
投与すること。

1日鎚として体靈1地当
たり30叩(力価)以下の
量を飲水に溶かして経口
投与すること。

食用に供するために水
揚げする前20日問

を
こ
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エンボン酸スピラマ
イシンを有効成分と
する飼料添加剤

塩酸スペケチノマイ
シンを有効成分とす
る飼料添加削

塩酸スベケチノマイ
シンを有効成分とす
る飲水添加剤

すずき回魚類

スルファジメトキシ
ン又はそのナトリウ
ム塩を有効成分とす

豚

る飼萪添加剤 0判表
第2に掲げるものを
除く。)

鶏(産卵鶏を除く。)

1日景として体重1地当
たり和」(力価)'以下の
盛を飼鷺に混じて経口投

スルファジメトキシ
ン又はそのナトリウ

与すること。

鹽

豚

ム塩を有効成分とす
る飲水添加削

飼料lt 当たり10og(カ
価)以下の量を混して経
口投与すること。

鶏(産卵鶏を除く。)

皿

飲水 11 当たり500叫(カ
価)以下の量を溶かして
経口投与す.ること。

食用に供するために水
揚げする前30日問

スルファジメトキシ
ン又はそのナトリウ
ム塩を有効成分とす

豚

飼制.1 t 当たり 2000
以下の量を混、て経口襲
与すること。

飼料.1 t 当たり 1,0000
以下の量を混Lて経口畏

る注射劃(別表第2
に掲げるものを除

あゆ

く、)

食用に供するためにと
殺する前H日問

鶏(産卵鶏を除く。)

与すること。

食用に僅するためにと
殺する前H日聞

牛

1日量として体重1距当
たり血0鴫以下'量を飲
水に溶かして経口投与す
ること。

スルファメトキシピ

食用に供するためにと
殺する前H日間

スルファメトキシビ
リダジンナトリウム
を有効成分とする飼
料添加剤

リダジンを効成分
吋碓廚哥

'.'

飲水] 1当たり500皿以
下の貴を溶かして経口投
与すること。

食用に供するためにと
殺する前Ⅱ日問

豚

スルファモイルダプ
ソンを有効成分とす
る飼料添加剤

1日量として体重1蚫当
たり50 以下の量を筋肉
丙又は篠脈内に注身する
こと。

1日鍬として体重1 当たり30 以下の臺を篇脈
丙に注跨すること゛
1日量として体靈1艶当
たり100 以下の量を皮
卞又は硲禽内に注射チる

スルブアメトキシピ
リダジンナトリウム
を有効成分とする飲
水添加削

食用に供するためにと
殺する前W日問

食用に供するために水
拐げする前鋤日問

豚

スルファモイルダプ
ソンを有効成分とす
る注射剤

豚

スルファメトキシピ
リダジンを有効成分
とする強制経口投与

食用に供するためにと
殺する前H日問

スルファモノメトキ
シン又はそのナトリ
ウム塩を有効成分と
する飼料添加剤(別
表第2に掲げるもの
を除く。)

剤

豚

豚

こと。

食用に供するためにと
殺する前H日問又は食
用に供するために搾乳
する前120時問

1日貴として体可Ⅱ蛇当
たり印昭以下の量を皮下戈は筋肉内に注射するこ
と。

豚

1日量として体重1距当
たク50鴫以下の鰍を飼料
に混じて経口投与するこ

豚

璽用に琳するためにと
殺する則7日問

と。

牛(抓乳牛を除く。)

1日量七して休重lk 当

たり旦叫以下の量を禽萪
に混じて経口投与するこ

1日量として体重]当
たり50昭以下の址を蟹水

食用に供するためにと
殺する前H日問

と。

に溶かして経口投与する
こと。

.Ξキ、

1日量七して体重1襄当
たり20鴫以下の量を肋肉
内に注射すること。

食用に供するためにと
殺する則7日而

1日量として体重1 当

たり恥嵒以モの貴を騒制
的に経口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前5日闇

豚

1日量として体雨1蚫当
たり60昭以下の量を飼料
に混じて経口投与するこ
と。

1日甜として休重1胞当
たり印叫以下の量を飼料
に混じて経口投与するこ
と.

飼料 1 「当たり 2,0000
以下の量を混え二、又は〒
日量として体重1蛇当た

り60哩以下の壁を飼料に
混じて経口投与するこ
レ
^0

飼料 l t 当たり 1000

食用に供するためにと
殺する前5日問

、゛^0

食用に供するためにと
殺する前5日湘

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するために水
揚げする前30日間

食用に供するためにと殺する前30日問 L

すずき矧魚類

食用に供するためにと
殺する前5日間

食用に供するためにと
殺する前7日問

にしん目魚類(海水
中で獲殖されている
もの)

1日量として休重1地当

たり10ON以下の量を飼
料に混じて経口投与する
こと。

食用に供するために水
揚げする前30日問

食用に供するためにと
殺する荊7日問

与すること。

1日厳として体重1蛇当
たり即0鴫以下の量を飼
料に澀じて経口投与する
L と。

1日量として体重lkg当
たり100旭以下の量を鯏
料に混じて経口投与する
ことコ

にしん目魚類(淡水
中で養殖ミれている
もの。ただし、あゆ
を除く。)

うなぎ目魚類(うな
ぎにあっては、体重

食用に供するためにと
殺する前7日問

100 以下のもの及
び食IHに供するため
に水揚げする前30日
問は飼育水の交換率
が1日平均如%以上

食用に憾するためにと
殺する前7日商

食川に供三るために水
揚げする前〕5百問

1日量として体重1蚫当
たり150吃以下の量を飼
料に混じて経口投与する
こと。

1日量として体重1即当

たり2冊四以下の量を飼
料此混じて経口投匂,する

の条件におかれる休
重1008を超えるも
の)

食用に供するために水
揚げする前妬日問
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スルファモノメトキ
シンナトリウムを有
効成分とする飲水添
加剤

牛(搾乳牛を除く.)

'',

スルファモノメトキ
シンを有効成分とす
る強制経口投与剤

豚

1日駄として体重1授当たり印陀以下の蚕を張水
1ミ溶かして経口投与する

1日量として体重1誤当たり50吃以下の量を誤水
に溶かして経口投与する
こと。

1日量として体重 1懐当
に溶かして経口投与する
こと。

飲水 1 1 当たり 2,000昭
以下の量を溶みしそ経口

スルファモノメトキ
シンを有効成分とす
る薬浴剤

罪

鷄(産卵鶏を除く。)

すること。

飲水 11 当たり250昭(カ
価)以下の量を溶かして
経口投与すること。

豚

スルファモノメトキ
シンを有効成分とす
る注射剤

如

食1羽に供するためにと
殺する前7日問

倉用に隼するためにと殺する則3日問

食用に催するためにと
殺する則3日問

にしん目魚類(淡水
中で養殖されている
もの。ただし、あゆ
を除く。)

投与すること。

食用に供するためにと
殺する前7日閻

牛

1日量とLて体重1 当
たり60叫以下の量を蟹;制
的に経口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前7日問

1%以下の食塩水1、t当
たり10契以下の量を溶か
して薬浴すること。

゛1

スルフイソゾールナ
トリウムを有効成分
とする飼料添加剤

食用に供するためにと
殺する前7日問

セファゾリンを布効
成分とする乳房注入

豚

剤

1日量として体重 lkg当
たり30鵡以下の量を皮
下、筋肉内、静脈内又は
腹腔内に注射すること。

1日量として体重1地当
たり50叫以下ID量を皮
下、筋肉内、静脈内又は
駿腔内に注射すること、

1日量として体重1地当
たり100 以下の鐵を皮
卞、.筋'鳥、静脈内又は
腹腔内忙注射すること。

食用に獣するためにと
殺する前7日凋

ぶり

食翔に供するために水
揚げする前15日問

セファゾリンナトリ
ウム又はその水和物
を有効成分とする注
射剤

牛(泌乳しているも
のに限る。)

加k11 当たり300叫(カ
価)以下の量を溶かLて

にじます

食用に供するためにと
殺する前那日商又は食
用に供するために捺乳
する前柁時問

牛(泌乳しているも
のを除く。)

セファロニウムを有
効成分とする乳房注
入剤

LE、

1日量として体重1蛇当

たり即ON以下の量を飼
料に混じて経口投与する
L ^ロ

1日量として体重1距当

たり即ON以下の量を飼
料に混じて経口投与する
こと。

1日量として体重1胞当

たり和可哩以下0)'量を飼
料に混じて経口投与する

食用に供するためにと
殺する前10日問

牛

1日址として搾乳後に 1
分房1回当たり妬0昭(カ
価)以下の垂を注入する
こと。

1日量として乾乳期初期
に1分房1回当たり
25P叫(力価)以下の量
を注入すること。

硫酸セフキノムを有
効成分とする注射剤

経口投与すること。

あゆ

食用に供するためにと
殺する前H日閻

牛(泌乳しているも
のを除く。)

食用に供するためにと
殺する前M日問

セフチオフルナトリ
ウムを有効成分とす
る注射剤

食用に供するために水
揺げする前10日問

1日量として体重1鼬当

こと。

1日量として体重1蚫当

牛

たり5鴫(力価)以下の
量を筋肉内又は静脈内に

食用に供するためにと
殺する前3日間又は食
用に供するために搾乳
する前陀時問

注射すること。

たり20ON以下の量を飼
料に混じて経口投与する

食用に供するために水
揚げする前而日閻

こと。

1日量として乾乳期初期
に1分房1回当たり

259鴫(力価)以下の量
を注入すること。

牛

セフロキシムナトリ
ウムを有効成分とす
る乳房注入剤

食用に供するためにと
殺する前30日問

食用に供するために水
揚げする前10日問

1日量として体重1地当
たり]mg (力価)以下の
量を筋肉内に注射するこ

豚

食用に供するためにと
殺する前3日問又は食
用に供するために搾乳
する前36時問

リン酸タイロシンを

有効成分とすゑ.飼料
添加剤(別表第2に
掲げるものを除く。)

食用に供するために水
揚げする前蒔日問

と。

1日量として体重lkg当

掘を筋胃内に注射するこ
と。

旧批ばf凱岫
量を筋肉内に注射するこ

牛(泌乳しているも
のに限る。)

食用に供するためにと
殺する前帥日問

食用に供するためにと
殺する前3日問

酒石酸タイロシンを

激衡有効分とする欣水

豚

食用に供するためにと
殺する前7日間又は食

と。

用に燮するために搾乳
する前36時問

鶏(産卵鶏を除く。)

搾乳後に1分房1回当た
り250鴫(力価)以下の
量を1日2回以下注入す
ること。

食用に供するためにと
殺する前7日商又は逢
批に供するために搾乳
する前別時間

食用に供するためにと
殺する前3日問

牛(生後3月を超え
るものを除く。)

鯛来H t 当たり110g 〔カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

銅来琵 t 当たり550自(カ
価)以下の量を混じて経

食用に世するために七
殺する前3目閻

豚(生後1月を超え
るものを除く。)

口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前2日問又は食
用に供するために搾乳
する前π時問

鶏(産卵鶏を除く。)

1日量として1頭当たり
2g (力価)以下の扱を
飲水に溶かして経口投与

1こ
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タイロシンを有効成
分とする注射剤

メシル酸ダノフロキ
サシンを有効成分と
する飲水添加剤

牛

豚

メシル酸ダノフロキ
サシンを有効成分と
する注射剤

鶏(産卵鶏を除く。)

1日_祉として体靈1蚫当
たりio (力価)以下の
証を鰯鴇内に注射するこ
と。

1日量として体重 lkg当
たり10 (力価)以下の
毎を鰯觜内に注射するこ

」日量として体専1蚫当
たり100,000単位以下の

フマル酸チアムリン
を有効成分とする削
料・添加剤

牛

と。

フマル酸チアムリン
を有効成分とする飲
水添加剤

処

1日量として体重1 当
たP5昭以下の量を援水
ι乞溶方して経口投与する

豚

食用に供するためにと
殺する前28日問又は食
則に供するために捺乳

チアムリンを有効成
分とする注射剤

こと。

豚

する前96時冏

食用に供するためにと
殺する前器日問

1日量七して体重1蚫当
たり2.5 以下の貴を筋
丙内にi,1イすること。

1日敬として体重1艶当
たり2.5 以下の量を筋
肉内に轟すすること。

チアンフェニコール
を有効成分とする飼
料添加剤

豚

食用に獣するためにと
殺する'鹸5日1剖

豚

飼料lt 当たり30og (カ
価)以下の量を混じて経
口投与すること。

リン酸チルミコシン
を有効成分とする飼
瓢添加剤'

食用に供するためにと
殺する前6日畷又は食
用に供するために搾乳

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

飲水11当たり60妃(カ
価)以下の量を溶かして
経口投与すること。

する前蝿時問

食用に供するためにど
殺する前部日問

チアンフエニコール
を有効成分とする飲
水添加剤

鶏(産卵鶏を除く。)

畑"目平動岫
量を筋肉内に注射するこ

チルミコシンを有効
成分とする注射剤

すずき目魚類

チアンフエニロール

牛(生後3月を超え
るものを除く。)

と。

食用に供するためにと
殺する前7日間

を有効成分とする注
射剤

飼料lt 当たり200 以
下の量を混1ゞ'て経口黒今
すること。

飼料lt 当たり500 以
下の量を混じて経口長与
すること。

1日量として体重]蛇当
たり50鴫以下の量を飼料
に混じて経口投与するこ

ツラスロマイシンを

釜を飼料に澀じて経口投
与すること。

食用に供するためにど
殺する前5日間

豚

有効成分とする注射
削

鶏(産卵鶏を除く。) 食用に供するためにと
殺する前10日間

牛(生後15月を超え
るものを除く。)

食用に供するためにと
殺する前幻日闇

デコキネートを有効
成分とする飼料添加
剤

牛(搾乳牛を除く0

1日量として"重1距当たり25 (力陶以下の
量を絢聯に混じて経口投
与すること。

飼料lt 当たり20og(カ
価)以下の量を澀じて経

と、

食用に供するために水
揚げする前4日間

テルデカマイシンを
有効成分とする飼料
添加剤

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

豚

食用に供するためにと
殺する前望日問

飲水 11当たり500暗以
下の量を溶かして経口投

口投与すること。

与すること。

食用に僅するためにと
殺する前M日問

1日量として体重1胞当
たり10叫(力価)以下の
艮を皮下に注射するこ

鶏(産卵鶏を畭く。)

1日量として体重1細当
たり30 以下の量を筋肉
丙に注跨すること。
1日量として体重1弛当
たり30鴫以下の鐵を鰯肉
内に注射すること。

塩酸ドキシサイケリ
ンを有効成分とする

食用に供するために水
揚げする前15日間

と。

食用に催するためにと殺する前ι7日問)

飼料添加剤

豚

1日量七して体重1地当
たり 2,5鴫(力価).以下
の量を筋肉内に注射する

食用に供するために七
殺する前巧日問

、'f

L ン。

食用に世するためにと
殺する前H日問

飼料lt 当たり40 以下
の量を混じt経口寝与す

食用に供するためにと
殺する前76日聞

豚

ること。

食用に供するためにと
殺する前幻日問

鄭俳斗l t 当たり10og (カ
価)以下の靈を況じて経
口投与すること。

飼料11 当たり?00β(カ
価)以下の量を梶じて経
口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前10日問

食用に供するためにと
殺する前28日問

鶏(産卵鶏を除く。)

飼料lt 当たり20og (カ
価)以下の量又は1日量
として体重 1蚫当たり

食用に供するためにと
殺する前3日間

塩酸ドキシサイクリ
ンを有効成分とする
飲水添加剤

]2鴫(力価)以下の蚤を
飼料に混じて経口投与す
ること。

食胴に供するためにと
殺する前2日問

すずき目魚類

嗣料 11 当たり20og(カ
価Xふ化後2週問以内の
鶏にあっては10og (カ
価))以下の量又は1日量
として体重1蚫当たり
飽(力価)以下の祉を
飼照に混じて経口投写す

トビシリンを有効成
分とする飼料添加剤

食用に供するためにと
殺する前2日問

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するためにと
殺する前10日問

ること。

1日量として体重1距当

たり50四(力価)以下の
量を飼料に湿じて経口投
与すること。

すずき目魚類

食用に供するためにと
殺する前N日間

即k11 当たり200昭(カ

四)し斗li宅F子'1'月霄
討叫(力価)以下の量を
飲水に溶かして経口投与
すること。

食用に供するために水
揚げする前20日問

(
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トリケラベンダゾー
ルを有効成分七する
強制経口投与銅

トリケロルホンを有
効成分とする強制経
口投与剤

牛(搾乳牛を除く。)

トリウロルホンを有
効成分とする薬浴剤

牛

豚

1日駄として体重1壊半たりi2昭以下の電を壊制
凾に経口投与すること。

トリブロムサランを
有効成分とする強制
経口投与剤

擧

こい目魚、類

1目量として体重1.当たり冊昭以下の駄を綴制
的に経口投与すること。

トルトラズリルを有
効成分とする強制経
口投与剤

うなぎ善魚類

1日量として1頭当たり
50暗以下の量を強制凾に
経口投与すること。

池

牛

食用に供するためにと
殺する前器日問

水 lt 当たり 0.3 g以下
の貴を溶かして梨浴する

ナイカルバジンを有
効成分とする飼料添
加剤

こと。

k lt当たり0星.8以下
の量を溶かして薬浴する
こと。

食用に供するために七

殺する前7日闇又は食
用に供するために搾乳
する市j120時lg

食用に撚するためにと
殺する前7日緬

牛(生後3月を超え
るものを除く。)

豚(生後7日を超え
るものを除く。)

ナフシリンナトリウ
ムモノハイドレート
を有効成分とする乳
房注入剤

1日量として体重1艶当
たり30昭以下の量を強制
的に経口投与すること。

鶏(産卵鶏を除く。)

亀用に供するために水揚げする前5日問

ノボビオシンナトリ

1日量として体重1 当

的に経口投与すること。

ウムを有効成分とす
る鯏萪添加剤

食用に供するために水
揚げする前5日問

牛 q必乳しているも
のに限る。)

ナリジケス酸を有効
成分とする強制経口
投与剤

1日量として体重1鮑当
たり20鴫以下の駄を強制
的に経口投与すること。

ノルフロキサシンを
有効成分とする飼斜
添加剤

食用に供するためにと
殺する前6日問又は食
用に供するために搾乳

牛(誼乳しているも
のを除く。)

ニト紅キシニルを有
効成分とする注射剤

飼崇11t当たり20og以
下の量を混じて経口投与

すずき目魚類

する前娼時問

すること。

ノルフロキサシンを
有効成分とする飲水
添加削

食用に供するためにと
殺する前59日閻

ニフルスチレン酸ナ
トリウムを有効成分

1日量として搾乳後に1
分房1回当たり2即皿g(カ
価)以下の量を注入する

牛(生後3月を超え
るものを除く。)

とする薬浴剤

豚

食用に供するためにと
殺する前57臼問

こと。

1日景として乾乳期初期
に 1、分房 1 回当たり
500昭(力価)以下の蛋
を注入するこ七。

塩酸パルネムリンを
有効成分とする飼料
添坂剤

牛(生後18月を超え
るものを除く。)

1日蚤として休亟1誕当
たり56 (力価)'以下の
毎を飼舞に混じて経口投

食用に獣するためにと
殺する前]6日間

鶏(産卵鶏を除く。)

ビコザマイシンを有
効成分とする剤料添
加剤

与すること。

かれい目魚類(体重
50g以下のもの)

1日量として体重1撃当
たり10昭以下の量を強制
的に経口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前N日問又は食
用に供するために搾乳
する前132時問

1日量とLて休重1地当
たり10叫以下の量を飼料
に混じて経口投与・するこ

豚

1ヨ量として休重lkg当

と。

たり5昭以下の量を皮下
に注射すること。

食用に供するためにと
殺する前30日問

1日量として体重1 当
たり20昭以下の量を快水
に溶かして経口投与する

牛(生後3月を超え
るものを除く。)

食朧に供するために水
揚げする前]5日問

ビコザマイシンを有
効成分とする飲水添
加剤

水lt 当たり10 以下の
量を溶かして薬畠するこ

こと。

と。

食用に供するためにと
殺する前9日問

豚(生後5円を超え
るものを除く。)

飼料 lt 当たり;oog(カ
価)以下の量を混じて経

食用忙供するためにと
殺する前7日問

口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前U0日問

1日量として体重1蛇当
たり20 (力価)以下の
量を爾照に混じて経口投
牙,すること。

1日量として体重1蚫当
たり20 (力価)以下の
唾を狗悶に混じて経口投

牛(生後3月を超え
るものを除く,)

ビコザマイシンを有
効成分とする強制経
口投与剤

食用に供するためにと
殺する市π日問

食用に供するためにと
殺する前3日問

食用に蛾するために水
揚げする前Z日問

豚(生後5月を超え
るものを除く。)

食用に供するためにと
殺する前2日闘

与すること。

1日量としてf重1弛当たり20鴫(力而)以下の
量を飲水に幣かして経口
投与すること。

1日量として体重1蚫当
たり20肥(力価)以下の
駄を飲水に溶かして経口

牛(生後3月を超え
るものを除く。)

ビコザマイシンを何
効成分とする注射剤

食用に供するためにと
殺する前3日閥

と。

豚(生後5河を超え
るものを除く。)

食用に供するためにと
殺する前3日問

投与すること。

1日堂として体重lkg当
たり20鴫(力価)以下の
量を強制的に経口投与す
ること。

1日量として体靈1蚫当

たP即叫.(力価)以下の
則を強制的に経口投与す
ること。

牛

食用に供するためにと
殺する前3日問

豚

食用に供するためにと
殺する前3日間

」日址として体重1距当
たり20鵡(力価)以下の
量を筋肉内に注射するこ
と。

1日量として体重1蚫当
たり20 (力価)以下の
金を鰯腎内に注射するこ

食用に供するためにと
殺する前3日問

食珂に供するためにと
殺する前5日問又は食
用に供するために梓乳
する前60時間

食用に供するためにと
殺する前5貝閻
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ビチオノールを有効
成分と寸る強制経口
投与剤

フェバンテルを有効
成分とする飼斜添カロ
剤

牛(搾乳牛を除く。)

フェバンテルを有効
成分とする強制経口
投与剤

..、

フェンペンダゾール
を有効成分とする飼
料添加剤

ふぐ犠魚類

山畔ば体重鴫=たり30昭以下の量を,制
的に経口投与するEと。

1日量として体重1琴当
的に経口投与すること。

硫酸フラジオマイシ
ンを有効成分とする
飼料添加剤(別表第
2に掲げるものを除
く。)

」"

口卑'
犠十

豚

1日量として体重lkg当
たり25鴫以下の量を飼料
に混じて経口投.i・するこ

如

と。

牛(掩乳牛を除く。)

1日量として体重1 当
たり6昭以下の量を蟹制
的に経口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前10日藺

食用に供するためにと
殺する前15日問

飼米11t 当たり15g以下
の量又は1日量として休

硫酸フラジオマイシ
ンを有効成分とする
飲水添加剤(別表第
2に掲げるものを除
く。)

重lkg当たり司皿以下の
蚕を飼料に混じて経口投

豚

食用に供豆るために水
揚げする前訂日問

与すること。

鶏

1日黛として、体靈1細
当た'り20mg (力価)、以下
で、かつ、 1頭当たり

1,000瑚(カ.価)を超え
壮い量を飼料に混モて経
口投与すること。

飼料lt 当たり卯og(カ
価)以下の躍を混じて経
口投与すること。

飼料 lt 当たり20og(カ
価X産卵鶏にあっては
70宮(力価))以下の量を
混じて経口投与するこ

プラジケアンテルを
有効成分とする飼料
添加剤

食用に供するためにと
殺する前W日閻

フルベンダゾールを

0.怖%以下の水溶液を 1
日1回以下畜体に直接噴
霧すること。

有効成分とする飼料
添加剤

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に催するためにと殺する前7日問」

フルニキシンメグル
ミンを有効成分とす
る注射剤

食用に供するためにと
殺する前那日間

すずき目魚類

食用に供するためにと
殺する前5日問

と。

牛

1日塑として体重1即当
たり10鴫(力価)以下の
批を飲水に溶かして経口
投与すること。

牛

フルバリネートを有
効成分とする懸垂剤

食用に供するためにと
殺する前N日間

、.、r

フルベンダゾールを
有効成分とする飲水
添加劃

..、

1日量として体重1細当

たり150,哩.以下の量を飼
料に混じて経口投与する

食用に倶するためにと
殺する前5日間

豚

豚

1日量として体重1蚫当
たり加鴫以下の量を飼料
に澀じて経口投与するこ
と。

こと。

1日量として体重1 当
たり'之昭以下の量を需脈
内に注射すること。

1日量として体重1 当
たり1昭以下の鐵を博脈
内に注射すること。

1日量として体重1即当
たり2 以下の撒を筋肉
丙に注器すること。

食川に供するためにと
殺する前16日問

蜜蝿

1日量として体重1蚫当

たりW昭以下の雄を飼料
に混じて経口投与するこ
と。

飼料.11当たり30g以下
の量を混じ、又は1日量
として体埀 1即当たり
10叫以下の量を飼料に混
じて経口投与すること。

牛

1日量として体重1拶当たり12昭以下の鍬を強制
的に経口投与すること。

食用に供するためにと
殺する前2日問又は食
用に供するために搾乳
する前琵時問

食用に供するために水
揚げする前10日問

フルベンダゾールを
盲効成分とする強制
経口投与剤

馬

食用に燮するためにと
殺する前10日商

蜜蜂の巣板4枚当たり

食用に供するためにと
殺する前10日間又は食
用に供するために捺乳
する前60時問

食用に供するためにと
殺する前2日問

豚

0.9 以下の量を巣箱内
比点垂するビと;

1日量とLて体重1蚫当
たり20嘩以下の駅を欺水
に溶かして経口投与する
こと。

1日騒として体玉lk 当
たりi0妃以下の董を鑑水
に溶かして経口投与する
〔ー^ニ

1日量として体重]聴当
たPI0叫以下の量を飲水
忙溶かして経口投与する

食用に供するためにと
殺する備3日冏

食用に供するためにと
殺する前Ⅱ日問

牛

フルメトリンを有効
成分とする外皮塗布

食用に供するためにと
殺する前N日間

食用に僅するためにと
殺する前扱日問

剤

,"゛

食用に供するためにと
殺する前21日問

食用に供する蜂蜜及び
その他の生産物を生産
している期間

豚

食用に供するためにと
殺する前10日閥

【ー^0

1日量として体再1竪半
的に経口投与すること。

1日量として体重1綴当たりW延以下の塑を綴制
的に経口投与すること。

1日量として体重1 当
たり10延以下の量を謡制
的に経口投与すること。

ブロチゾラムを有効
成分とする注射削

牛

食川に供するためにと
殺する前3日問

プロペタンホスを有
効成分とする外皮噴
霧剤

^'

食用に供するためにと
殺する前N日間

ブロムフェノホスを
有効成分とする強制
経口投与剤

牛

田靴ぱ体卿畔たり1鴫以下の量を牙,部
から尾根部に塗布するこ
と。

1日量として1羽当たり
1昭以下の鼠を背に塗布
すること。

食用に供するためにと
殺する荊10日閻

食用に供するためにと
殺する前3日閻

牛(雛乳牛を除く。)

食用に供するためにと
殺する前H日問

牛(搾乳牛を除く。)

1日坐として体重lkg当

たり21g以下Q量を静
脈内に注射すること。

食用に供するためにと
殺する前2日問

(
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フロルフェニコール
を有効成分とする飼
料.添加剤

豚

すずき目魚類

飼料lt 当たり40g以下
の量又は1百量として体
重1距当たり2凾以下の
量を飼料に混じて経口投
与すること。

1日量どして体重1臨当
たり10嗹以下の量を飼料
に混じて経口投与寸るこ
と。

1日量として体重1蛇当
たりi0昭以下の至を飼料
に混じて経口投与するこ
と、

1日量として体重1陀当
たク10皿以下の量を飼料
に混じて経口投与するこ

にしん目魚類(淡水
中で養殖されている
もの)

フロルフエニコール
を有効成分とする飲
水添加剤

食用に供するために水
揚げする前20日捌

うなぎ目魚類

食用に供する蜂蜜及び
その他の生産物を生産
する前H日問

越

豚

フロルフエニコール
を有効成分どする注
射剤

食用に供するためにと殺する前3日問

口投与すること。

7日量として蜜蜂の育児

鷄(産卵鶏を除く。)

食用に供するために水
揚げする前5日問

と。

ペルメトリンを有効
成分とする耳標剤

1日量として体重1 当

たP2凾嵯下の量を誤水
に溶かして経口投与する
こと。

1日量として体重1弛当
たり20鴫以下の鼠を飲水
に溶かして経口投与する

牛(搾乳牛を除く。)

食""こ供三るために水揚げ盲る前H百問

ベンジルペニシリン
カリウムを有効成分
とする注射剤

箱1箱当たり75雙【力価)
以下の量を飼料に混じて
2500 七したものを経口
投与すゼるこそ。

豚

ホスホマイシンカル
シウムを有効成分と
する炯料添加剤

食用に獣三るために水
揚げする前7日間

ベンジルペニシリン
プロカインを有効成
分とする注射剤(別
表第2に掲げるもの
を除く。)

こと。

牛

1日量として体重1即当
たり10昭以下の量を筋肉
内に注射すること。

1日量として体重1 当
たり5 以下の量を篇肉
丙に注跨すること。

食用に供するためにと
殺する前3日問

牛

食用に供するためにと
殺する前7日間

ホスホマイシンカル
シウムを有効成分と
する飲水添加剤

牛(搾乳牛を除く。)

食用に供するためにと
殺する前5日問

牛

左右の耳介に各1.5宮以
下の量を装着すること。

すずき目魚類

ホスホマイシンナト
リウムを有効成分と
する注射剤

1日量とし丁体重1距当
たり5,000単位以下の量
癌静腺内に逢射するこ

食用に供するためにと
殺する前30日問

1葛

牛(搾乳牛を除く。)

体重1距当たり如嘘(カ
価)以下の金を 1日2回
剣蒋に混じて経口投与す
ること。

ボリスチレンスルホ
ン酸オレアンドマイ

と。

食用に僅するため忙と
殺する前綴日問

シンを有効成分とす
る飼料添加剤

豚

1日量として体重1抱当
たり15,000単位以下の世
癌筋丙内に注射するこ
と。

1日継として体重1蚫当

1日量として体重1蚫当

盤闘照醗襖纐嬰

牛

マホプラジンを有効
成分とする注射剤

与すること。

たり50冊単位以下の量
癌筋肉内に窪射するこ

マルボフ紅キサシン
を有効成分とする注
射削

体重1地当たり卯鴫(カ
価)以下の鍬を1日2回
飲水に混じて経口投与・す

すずき目魚類

と。

1日量として体重1蚫当

たP50,000単位以下の量
癌筋肘内に注射するこ
と。

食用に継するためにと殺する前7日商'ー

ること。

食用に供するためにと
殺する前N日問又は食
用に供するために搾乳
する前96時問

食用に供するためにと
殺する前H日閻

1日量として体重1地当

塞を静腰内に注射するこ

豚

食用に供するために水
揚げする前15目問

と。

ミロキサシンを有効
'分とする飼料添加

牛

1日量として体重1蛇当
たり25 (力価)以下の
臺を南騨に混じて経口投

食用に供するためにと
殺する前7日問

与すること。

豚

食用に供するためにと
殺する前N日問

1日!11として体靈!蚫当
たり0.5,g以下の単を筋
肉内に注射すること。

食用に供するために七
殺する前5ヨ問又は亘
用に供する=めに搾乳
する而北時肺

うなぎ目魚類(うな
ぎにあっては、体頂

1日量として体重1地当
たり2叫以下の敬を筋肉
内又は静脈内に注射する
こと。

1日量として体重]距当
たり2 以下の量を筋肉
丙に注野するこど。

ミロサマイシンを有
効成分とする飼料添
加剤

100 以下のもの及
び食鳥1に供するため

食用に供するために水
揚げする前30日問

に水揚げする前20日
間は飼宥水の交換率
が1日平均如%以上

食用に供するためにと
殺する前5日間

の条件におかれる体
重10ogを超えるもー.0」

食用に隻するためにと
殺する前1日間

1日量として休重1胞当
たり知鴫以下の蹴を嗣料
に混じて経口投与するこ
と。

豚

食用に供するためにと
殺する前4日問又は食
用に供するために搾乳
する前駕時問

食用に供するためにと
殺する前4日間

鷄(産卵鶏を除く。)

蛮蜂

1日量として体重lkg当
たり4 (力価)以下の
血を飼新に混じて経口投
与すること。

飼邪Π t 当たり100β(カ
価)以下の量を混して経
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ミロサマイシンを有
効成分とする飲水添
加剤

ミロサマイシンを有
効成分とする注射剤

豚

メシリナムを有効成
分とする注射剤

鶏(産恥鷄を除く。)

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

1日量として体爪1蚫当
たり4昭(力価ジ以下の
矗を飲水に溶かして経口
投与すること。

飲水11 当たり100叫(カ
価)以下の量を溶かして
経口投与すること。

牛

メトクロブラミドを
有効成分とする強制
経口投与剤

1日量として体重1蚫当

壷を筋背内に注射するこ

豚

越

塩酸メトケロプラミ
ドを有効成分とする
注射剤

食用に供するためにと
殺する前7日問

と。

1日量として体重1距当

たり驫昭(力価)以下四
量を筋肉内に注射するこ
と。

1ヨ鐵として体重1加当
たり5 (力価)以下の
批を筋胃内に注射するこ

牛

食用に供するためにと
殺する前7日闇

食用に供するためにと
殺する前9匪問

牛

メロキシカムを有効
成分とする注射剤

食用に供するためにと
殺する前25ヨ閻

と。

メンブトンを有効成
分とする強制経口投
与剤

体重 1即当たり0.8昭以
下の量を1日2回以下強
制的に経口投与するこ
と。

豚

酒石酸モランテルを
有効成分とする飼料
添加剤

食用に供するために七

殺する前3日間又は食
用に供するために搾乳
する前兆時冏

食用に供するためにと
殺する前2日問

メンブトンを効成分とする注射奇

牛(搾乳牛を除く。)

体狐1艶当たり0河昭以

下、筋肉内又は静脈丙に
注射すること。

体重 1艶当たり0.5昭以
下の量を1日2回以下皮

、筋肉内又は静脈内に
驫抄詫.。

酒石酸モランテルを
有効成分とする飲水
添加剤

食用に供するためにと
殺する前7日問

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

塩酸りンコマイシン
を有効成分とする嗣
料添加剤

豚

食用に供するためにと
殺する前3日問又は食
用に供するために捺乳
する前花時問

モキシデケチンを有

牛

効成分とする外皮塗
布剤

1日量として体重1地当
たりR.5昭以下の量を皮
下に注射すること。

豚

食用に供するためにと
殺する前1日問又は食
用に供するために搾乳

1日量として体重1蚫当
たP30鴨以下の量を飼料
に混じて経口投与するこ

艝(生後2村を超え
るものを除く0

する前帖時問

食用に供するためにと
殺する前1日問

豚

1日量として体埀1蚫当
たり15鴨以下の篭を飼料
に捉じて経口投与す古こ
と。

塩嚴りンコマイシン
を有効成分とする飲

】ノ
、- 0

牛(搾乳牛を除く。)

鶏(産卵鶏を除く。)

水添加剤

]日量として体重1臨当
たり10 以下の量を筋肉
丙に注野すること。人

1日掘として体重1 当
たり加一以下の量を擶肉
丙に注跨することよ】'

1日量として体重1蟹当たり]5昭以下の量を蟹水
に溶かして経口投与する

食用に供するためにと
殺する前玲日間

すずき目魚類

^.、

飼料 lt 当たり]100(カ
価)以下の挺を混げて経
口投与すること。

飼料lt当たり"(カ
価)以下の垂を混邑て経
口投与すること。

1日量として体重1距当
たり如(力価)以下の
廠を飼騨に混じて経口投

食用に供するためにと
殺する前5日問

塩酸りンコマイシン
を有効成分とする注
射剤

豚

食用に供するためにと
殺する前M日間

1日量として体重1即当
たり5卯 g以下の量を背
応塗布イ'ること。 レ:一

^^コ

塩酸レバミゾールを
有効成分とする飼料
添加剤

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するためにと
殺する前部日問又は食
用に供するために搾乳

食用に催するためにと
殺する前熱日問

する前陀時問

食用に供するためにと
殺する前6日問

匂.すること。

豚

1日量として体重1胞当
たり10咋(力価)以下の
量を飲水に溶かして経口
投与すること。

食用に供するためにと
殺する前4日問

食用に供するためにと
殺する前H日問

食用に供するためにと
殺する市n日間

牛(搾乳牛を除く。)

1日量として儒重1地当
量を飲水に溶かして経口

食用に供支るために水
揚げする前10日Ⅲ1

投与すること。

塩酸レパミゾールを
有効成分とする飲水
添加剤

豚

珀髭ぱf動岫
量を筋肉内に注射するこ

亀凧に豐するためにと
殺する削4日闘

と。

鶏(産卵鶏を除く。)

1日量として体重lkg当
たり7.5昭以下の量を鯛
料に混じて経口投与する
こと。

食用に供するためにと
殺する前3日間

牛(搾乳牛を除く。)

1日量として体重1艶当
たク5鴫以下の量を飼料
に混じて経口投与するこ

食用に供するためにと
殺する市i4日問

と。

1日量として体重1蛇当
た、り30叩以下の量を飼料
に混じて経口投与するこ

豚

食用に供するためにと
殺する前7日問

レ

鶏(産卵鶏を除く。)

^コ

1日量として体重1蚫当
たり7.5鴫以下の量を飲
水に溶かして経口投与す
ること。

1日量として体重1 当
たり5叫以下の坐を蟹水
に溶かして経口投与する
こと。

1日批として体重 lk 当

たり駒咋以下の量を飯小
に溶かして経口投与する

食用に供するためにと
殺する前5日闇

食用に供するためにと
殺する前5日問

食用に供するためにと
殺する前9日問
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塩酸レバミゾールを
有効成分言する強制
経口投与剤

牛(搾乳牛を除く。)

レバミゾールを有効
成分とする外皮塗布
剤

豚

注 1 「飼料添加剤」とは、飼料に添加し、混和し、又は浸潤して投与する動物用医薬品をいう。
2 「飲永添加剤」とは、飲水に添加し、又は混和して投与する動物用底薬品をいう。
3 門重制経口投ぢ斉1」とは、注射器、胃カテーテル等の器具を用いて強制的に投与する動物
用医薬品をいう。

4 「薬浴邦訂とは、容器内において淡水若しくは柳水に添加し、又は涯和して授誠する方法
により投与する動物用穩薬品をいう。

5 「注射剤」とは、皮下、筋肉内、静脈内又は腹駐内に注入する方法により投与する動物用
医薬品をいう、

6 「子宮・腔内投与剤」とは、子宮内若しくは腔内に注入し、又は挿入する方怯により投与
する動物用医薬品をいう。

フ「鼻腔内投与剤」とは、鼻腔内に噴霸し、又は注入する方法により投与する動物用医薬品
をいう。

8 「気管内投与剤」とは、気管内に噴霧し、又は注入する方法により投与する動物用医薬品
をU、う。

9 「外皮塗布斉山とは、外皮に塗布する方法により投号する動物用医薬品をいう。
10 「外皮散布剤」とは、外皮に散布する方法により投与する動物用医薬品をいう。
11 「外皮噴霧剤」と吐、外皮に噴霧する方怯により投与する動物用医薬品をいう。
12 「乳房注入削」とは、乳牌内に注入する方法により投与する動物用医薬品をいう。
13 「浸澁剤」とは、容器内において浸斌する方法により投与する動物用懐雛品をいう。
14 「耳標剤」とは、真介に装着する方法により投・り・する動物用医薬品をいう。
15 「懸垂剤」とは、巣箱内において懸垂する方法により投与する動物用医薬品をいう。
16 「搾乳牛」とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をいう。
17 「産卵鷄」とは、'食用に倶するために出荷する卵を産卵している鶏をいう。

別表第2 (第2条、第4条及が第5条関係)

鷄(産卵鶏を除く。)

1日量として体重1距当
たり7.5 以下の量を強
制的に器口投与するこ
と。

1日量として体雲lk 当たり5昭以下の扱を鑑制
的に経口投与すること。

1日量として体重1邸当
たり30mg以下の量を強制
的に経日投与すること。

牛(搾乳牛を除く。)

と。

騨

廸

1日量とLて体重1醐当
たり10昭以下の量を背に
塗布すること。

食用に供するためにと
殺する前7日問

食用に世するためにと
殺する前5日剥

食用に供するためにと
毅する前9日冊

食用に供するためにと
殺する前18日問

イベルメケチン及び
プラジクアンテルを
有効成分とする配合
剤たる強制経口投与
剤(プロビレングリ
エールを含有するも
の(これと有効成分、

動物用医薬品

アンビシリンナトリ
ウム及びクロキサシ
リンナトリウムを有
効成分とする配合剤
たる注射剤

分量、 用法、用型、
効果等が同一劉侑を、

性を有すると認めら
れるものを含むDを
除く。)

...,

アンプロリウム及び
エトパベートを有効

動物用医薬品使用
対象動物

成分とする配合剤た
る飼斜添加削

牛

イベルメケチン及ぴ
プラジウアンテルを
有効成分とする配合
剤たる強制経口投与
剤であってプ如ピレ
ングリコールを含有
するもの(これと有

効成分、分量、用法、
用量、効能、効果等
が同一性を有すると

食剛に供するためにと
殺する前N日問

1日蹴として体重lkg当
たりイベルメクチン200

艇以下及びプラジケア
ンテル1.0昭以下の拡を
強制的に経口投与するこ

鶏(産卵鶏を除く、)

用法及び用量

1日量として体重1蚫当
たりアンビシリン6鵬
(力価)以下及びクロキ

粟ι

認められるものを含
む。)

と。

サシリン6 (力価)以
下の量を静競内に注射す

アルキルトリメチル
アンモニウムカルシ
ウムオキシテトラサ
イウリン及び硫酸フ
ラジオマイシンを有
効成分とする配合剤
たる飼料添加剤

ること。

飼料.1t 当たりアンプ挺
リウム250g以下及び工
トパベート16 以下の量
を混じて経口呉与するこ

食用に僅するためにと
殺する前27日問

1日祉として体重1蚫当
たりイベルメクチン200

使用禁止期問

と。

食用に供するためにと
殺する前3日間又は食

躯挙下及びプラジケア
ンテル1.5昭以下の量を
強制的に経口投与するこ

用に供するために搾乳
する前π時商

豚

と。

食用に供するためにと
殺する前5日問

食用に巻するためにと
殺する前聞日問

鶏(産卵郵を除く。)

塩酸オキシテトラサ
イウリン及び硫酸フ
ラジオマイシンを有
効成分七する配合剤
たる鯏料添加剤

鰯料11当たりアルキル
トリメチルアンモニウム
カルシウムオキシテトラ

サイケリン230g (力価)
以下及び硫酸フラジオマ
イシン17、5g (力価)以
下の量を混じて経口投与
すること。

飼料lt当たりアルキル
トリメチルアンモニウム
カルシウムオキシテトラ

牛(生後6月を超え
るものを除く。)

サイケリ.ン184g_【力価)
以下及び硫酸フラジオマ
イシンN、og (力価)以
下の量を混じて経口投与

食用に供するためにと
殺する前10日間

すること。

豚(生後4同を超え
るものを除く。)

1日量として体重1蚫当
たり蠏酸オキシテトラサ
イケリン15昭」九価)以
下及び硫酸フラジオマイ

シン10.5煕(力価)以下
の量を飼料に混じて経口
投与すること。

鯏料11当たり塩酸オキ
シテトラサイケリン
250g (力価)以下及び
硫酸フラジオマイシン

食H・1に供するためにと
殺する前5日間

175g (力価)以下の量
を混じて経口投与するこ

食用に供するためにと
殺する前5日問

(
Ω
一

(
四
工
一
澱
式
叩
)

皿
型
K
 
田
 
0
円
回
扮
a
十
U
)
N
1
蓋
肝



塩酸オキシテトラサ
イケリン及び硫酸フ
ラジオマイシンを有
効成分とする配合剤
たる飲水添加剤

牛(捺乳牛を除く。)

豚

1日量として体重1地当
たり塩酸オキシテトラサ
才ウリンⅡ嘩(力価)以
下及び瑞酸フラジオマイ
シンフ.7叫(力価)以下
の獄を飲水に溶かして経

.,

硫畦力六マ(シン及
びベンジルペニシリ
ンプロカインを有効
成分とする配合剤た
る飼料添加剤

鶏(産卵鶏を除く。)

口投与すること。

1日量として体重1艶当
たり塩酸オキシテトラサ
イケリ V5.5瑚』九価)
以下及び硫酸フラジオマ

廸

イシン3.85 (力価)以
下の量だ飮張に溶かして

食用に催するためにと殺する前7日問」

経口投与すること。

飲水11当たり塩酸オキ
シテトラサイウリン

豚

220昭(力価)以下及び
硫酸フラジオマイシン
154叫(力価)以下の量
を溶かして経口投与する

食用に瓔するためにと
殺する削7日閻

疏酸力大マイシン及
びベンジルペニシリ
ンブロカインを有効
成分とする配合剤た
る乳房注入剤

こと。

鶏(産卵鶏を除く。)

飼料lt当たり硫酸カナ
マイシン180g (力価)

ジルベ以下及びベン
ニシリンブロ 力イ

塩酸ケロルテトラサ
イウリン及びス.ル
ファジミジンを有効

食用に催するためにと
殺する削7日問

60,000,000単位以下の量
を糎ビて経口投与するこ
と。

飼料lt当たり硫酸カナ

マイシン270 竜(力価).
以下及びベンジルペ
ニシリンプロカイン
90ρ00,000単位以下の量
を混じて経口投与・するこ

成分とする配合剤た
る鯏料添加剤

ヴリカルピラミド及
びスルファジメトキ
シンを有効成分とす
る配合剤たる飼料添
加剤

食用に供するためにと
殺する卸」50日問

牛(泌乳しているも
のに限る。)

ジアベりジン及びス
ルファキノキサリ'
を有効戒分とする配
合剤たる飲水添加剤

豚(生後4月を超え
るものを除くδ

食用に供するためにと
殺する前U日商

ゲリカルビラミド及
びジニトルミドを有
効成分とする配合剤
たる飼料添加剤

と。

琉酸ジヒド白ストレ
プトマイシン及びべ
ンジルペニシリンプ

鶏(産卵鷄を除く。)

1日量として搾乳後に1
分肩1回当たり硫酸カナ

マイシン300哩(々価)
以下及びベンジルペニシ

りとプロカイン300,000
単位以下の量を注入古る
こと。

ロカインを有効成分
とする配合剤たる注
射剤

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するためにど
殺する前12日闇

飼料lt当たり塩酸ウロ
ルテトラサイウリ'

鷄(産卵鶏を除く。)

20og (力価)以下及び
スルファジミジン200
以下の撰を癌じて経口長

牛

飼料、1t 当たりグリカル
ピラミ H60g以下及びス
ルファジメ、トキシン1距
以下の量を澀じて経口投
与すること。

与すること。

飲水11当たりジアベリ
ジン19.2叫以下及びスル

食用に供するためにと
殺する前50日問又は食
用に供するために搾乳

ファキノキサリンフ6.81埠
以下の蚤を溶かして経口
投与すること。

する前96時問

師俳斗lt 当たりグリカル
ビラミド60g以下及びジ
ニトルミド125 以下の
量を混己て経h畏与する

食用に供するためにと
殺する前15日間

1日量と、て体重1蛇当
たり硫酸ジヒドロストレ
プトマイシン12.5鴨(カ
価X搾乳牛にあうては

N喫(力価))以下弓"'
イン10,000単位(搾乳牛
にあっては8,000単位)
以下の鍬を筋肉内に注射
すること。

1日量として体重lkg当
たり硫酸ジヒド訂ストレ

プトマイシン12.51噸(カ
価)以下及びベンジルペ
ニシリンプロカイン
10,000単位以下の最を筋
肉丙に注射すること。

,,.!

こと。

食用に供するためにと
殺する前Nヨ問

食用に供するためにと
殺する前N日問

硫酸ジヒドロストレ
ブトマイシン及びべ
ンジルペニシリンプ

豚

ロカインを有効成分
とする配合剤たる子

食用に供するためにと
殺する前7日問

宮'腔内投与剤

食用に供するためにと
毅する前90日問又は食
用に供するために搾乳
する前96時問

写"九沌畍山
ンジルペニシリンプ

牛

目カインを有効成分
とする配合剤たる乳
房注入剤

食用に供するためにと
殺する前28日閻

牛(泌乳しているも
のに限る。)

1日量として 1頭当たり
硫酸ジヒドロストレプト

マイシン400哩(九価)
以下及びベンジルペニシ

リ,とプロカイン490,000
単位以下の量を子宮内に

食用に僅するためにと殺する前卯日問」

牛(泌乳して〔ハるも
のを除くJ

投与すること。

1日.駄として搾乳後に 1
分房1回当たり磧酸ジヒ
ドロストレプトマイシン

300、q、(力価)以下1シび

食用に供するためにと
殺する前7日問又は食

カイン300'000単位以下
の量を注入すること。

1日量として乾乳期初期

用に供するために搾乳
する前討時閻

に1分房1回当たり硫酸
ジヒドロストレプトマイ

シン1 呉(力価)以下多

食用に供するため忙と
殺する前ⅡB間又は食
用に供するために搾乳
する前96時問

ロカイン1.000,000単位以
下の量を注入すること。
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硫酸ストレブトマイ
シン及びベンジルペ
ニシリンプロカイン
を有効成分とする配
合剤たる飼料添加剤

豚

スルファクロルビリ
ダジン及びトリメ
プリムを有効成分と
する配合剤たる飼料
添加剤

鶏(産卵鶏を除く。)

飼サ1t当たり硫酸スト
価)以下及びベンジルペ
ニシリンプロカイン

スルファジメトキシ
ン及びトリメトプリ
ムを有効成分とする
記合削たる飼料添加
剤

60,000,000耳U立以下の靴
を浪ビて経口喪与すると
と。

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

飼料11当たり硫酸スト
レブトマイシン270g(カ
価)以下及びベンシルペ
ニシリンプロカイン

述

90円00,0叩単位以下の量
を携ビて経口段与,するこ
と。

食用に供するためにと
殺する前N日問

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

スルファジメトキシ

1日量として体重1智当たりスルファケロルリ
ダジン20肥以下及びトリ
メトプリム4叫以下の量
を飼料に混じて経口投与

ン及びトリメトブリ
ムを有効成分とする
配合剤たる飲水添加
剤

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するためにと
殺する前口日問

すること。

スルファジメトキシ
ン及びピリメタミン

1日量として使重1地当
たりスルファジメトキシ
ン36叫以下及びトリメト
プリム4鴫以下の量を飼
料に況じて経口投与する

有効成分とする配
合剤たる飼料添加剤

鷄(産卵鶏を除く。)

スルファメトキサ

食用に供するためにと
殺する前7日湘

ゾール及びトリメト
プリムを有効成分と
する配合剤たる飼料
添加剤

4..ロ

飼料11当たりスルファ
ジメトキシン5叫g以下
及びトリメトプリム56g
以下の量を混じて経口投
与すること。

豚

スルファジメトキシ
ン及びピリメタミン
を有効成分とする配
合剤たる注射剤

食用に供するためにと
殺する前始日脚

飲水11当たりスルファ
ジメトキシン270肥以下

及びトリメ、トブリム30叫
以下の獄を溶かLて経口

鶏(産卵鶏を除く。)

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

スルファドキシン及
びトリメトプリムを
有効成分とする配合
剤たる注射剤

スルファメトキサ
ゾール及びトリメト

投与すること。

飼料1「当たりスルファ
ジメトキシン50og以下

食用に供するためにと
殺する前5日問

ブリムを効成分と

豚

鷄(産卵鶏を除く。)

及びピリメタミン50 以
下の量を混じそ経口長今
すること。

飼料lt当たりスルファ
ジメトキシン10g以下及
ぴピリメタミン1g以下
の量を混じて経口投与す

添加剤

食用に供するために水
揚げする前15日問

飼当11t.当たりスルファ

スルファモノメトキ
シン及びオルメトプ
リムを有効成分とす
る配合剤たる鯏料添
加剤

食用に憾する幸めにと
殺する前廷日闇

〆"サゞ一加".開Ξ以下及びトリメトプ1)旦
¥'醗琵器鷲恥
飼料lt当たりスルファ
メトキサゾール3開.330
以下及びトリメトプリ呂
66.67,以下の量を澀じ
て経古投与すること。

豚(生後4月を超え
るものを除くD

豚(生後4円を超え
るものを除く。)

ること。

1日雌どして体重1蚫当
たりス元ファジメトキシ

食用に瓔するためにと
殺する則7日闘

ン20鵡以下及びピリメタ
ミン2噂以下の量を筋肉
内に注射すること。

豚

1日量として体重1蚫当
たりスルファドキシン

如昭以下及び卜りメ,トプ
リム8叫以下の量を筋肉
内に注射すること。

食用に隻するためにと
殺する削7日闇

食用に供するためにと
殺する前7日間

1日量として体乗1蚫当
たりスルファメトキサ
ゾール20.825昭以下及び
トリメトブリム4.175πg
以下の量を飲水に溶かし
て経口投与すること。

鶏(産卵鶏を除く。)

食用に供するためにと
殺する前H日問

食用に供するためにと
殺する前5日問

飼料lt 当たりスルファ

V"キW劇を以下及びオルメトブリ旦60
0以下の量を澀じて経口
襲与すること。
飼料lt当たりスルファ
モノメトキシン300 以
下及びオルメトプ行ム
100 以下の量を混じて
経寸1旦与するこΞ。
1日凧として体重1胞当
たりスルファモノメトキ
シン〕5妃以下及びオルメ
トプリム5鴫以下の量を
飼料に澀じて経口投与す

うなぎ伺魚、類(う窒
ぎにあっては、体重

食用に供するためにと
殺する前10日問

100,以下のもの及

q食,ミに世す再きめに水批げする前釘日
間は飼育水の交換率
力η日平均卯%Ⅸ上
の条件におかれる体
重1舶gを超えるも
の)

食用に供するためにと
殺する前7日問

すること。

即k11当たりスルファ
モノメトキシン225罰g以
下及びオルメトプリム
75鴫以下の量を溶かLて
経口投与すること。

食用に供するために七
殺する前7日問

スルファモノメトキ
シン及びオルメトプ

食用に供するためにと
殺する前5日問

食用に供するためにと
殺する前5日間

リムを有効成分とす
る配合剤たる欣水添
加剤

あゆ

ること。

食用に供するためにと
殺する前5日間

豚

1日量として体重1距当
たりスルファモノメトキ

食凧に供豆るために水
揚げする前"日問

シン15咋以下及びオルメ
トプリム5昭以下の量を
飼料.に混じて経口投与す

鶏(産卵鶉を除く。)

ること。

1日量として体重1蚫当
たりスルファモノメトキ
シン15昭以下及びオルメ
トプリム5鴫以下の鼠を
飲水に溶かして経口投与

m
一

(
叩
二
一
据
式
山
)

騨

口
醒
粍
皿
 
o
m
 
吹
山
"
十
ι
【
)
N
醤
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スルファモノメトキ
シン及びオルメトプ
リムを有効成分とす
る配合剤たる強制経
口投与剤

スルファモノメトキ
シン及びピリメタミ
ンを有効成分とする

牛(捺乳牛を除く。)

配合剤たる飼料添加
剤

リン酸タイ訂シχ及
びスルファジミジン
を有効成分とする配
合剤たる餉料添加剤

鶏(産卵鶏を除く。)

ベンジルペニシリン
プロカイン及びベン
ジルペニシリンベネ
タミンを有効成分と
する配会削たる注射
剤

1日量として体屯1胞当
たりスルファモノメトキ
シン15鴫以下及びオルメ
トプリム5鴫以下の量を
強制的に経口投与するこ

豚(生後4月を超え
るものを除く。)

罪

と。

飼料11当たりスルファ
モノメトキシン5 以下
及びピリメタミン〒σ以
下の量を混じそ経目轟与
寸ること、

如

牛

食刑に供するためにと
殺する前7日問

飼料lt当たりりン酸夕
イロシン100 (カ!脚
以下及びスル弓アジミジ
ン1000以下の鰯を混じ
て経口〒受与する辻と。

注 1 「配合剤」とは、2種類以上の有効成分を配合する動物用医薬品をいう。

2 「飼萪添加斉山とは、飼料に添加し、混和し、又は浸潤して投与する動物用医薬品をいう。

3 「飲水添加斉11」とは、飲水に添加し、又は混和して投与する動物用医薬品をいう。

4 「強制経口投与剤」とは、注射器、胃カテーテル等の器具を用いて強制的に経口投与する

動物用医薬品をいう、

5 「注射斉11」とは、皮下、靭肉内、静脈内又は駿腔内に注入する方法により投与する動物用

医薬晶をいう。

6 「子宮,腔内投与妾11」とは、子宮内若しくは腫内に注入し、又は挿入する方法により投与

する動物用医薬品をいう。

フ「乳房注入剤」とは、乳房に注入する方法により投与する動物用医薬品をいう。

8 「搾乳牛」とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をいう。

0 「産卵鶏」とは、食用に供するために出荷する卵を産卯している鶏をいう。

別衷第3 (第2条から第4条まで関係)

豚

食帰に供するためにと
殺する前7日問

1日殿と、て倭重lkg当
たりベンジルペニシリン

プロカインτ,500単位以
下及びベンジルベニシ?
ンベネタミンフ,500単位
以下の量冨筋肉丙忙注射
すること。

1日量として体重1蚫当
こりベンジルペニシリン
ブロカイン15.000単位以
下及びベンジルペニシリ
ンベネタミン15,000単位
以下の駄癌筋肉内に注府
すること。

食用に供するためにと
殺する前15日問

ニトロフラゾンを有効成分とす
るもの

マラカイトグリーンを有効成分
とするもの

食用に供するためにと
殺する前21日問又は食
用に供するために抓乳
する前132時問

別表第4 (第6条から第8条まで関係)

クロラムフェニコールを有効成
分とするもの

食用に供するために七
殺する前H日問

ケロラムフェニコールを有効成
分とするもの

動物用医薬品

対無動物

医
寸,

クロルプロマジンを有効成分と
するもの

対象動物

メト訂ニダゾールを有効成分と
するもの

動物爪俊薬品使用対象
動物

食用に供するために出荷する対象

動物及が食用戚供するために出荷する乳、鶏卵尋だ生産ずる対象動

対象動物

医薬品使用対象動物

別記様式第1号僻玲条及び第7条関係)

対象動物

物ヘの使用

食用に供するために出荷する対恐
動物及び食用に供するために出荷

対象動物

する乳、鷄卵等を生産する対急動
物ヘの使用

指示に係る動物の所有者又は
管理者の住所及び氏名

獣据師の住所及び氏名回
動物用医薬品及び躍薬品の使用の規制忙関する省令第3条及び第7条の規定に基づき、

下記の動物は食用に供するために出荷してはならないことを指示する。

記

対象動物

食用に供するために出倚する対象

動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵無を生産ずる対象動

食惰に供するために出荷する対象
動物及び食用に供するために出荷
する乳、鶏卵等だ生産ずる烏鼠動
物ヘの使用

使用禁止用途

物ヘの使用

指示に係る動物の重爾i及び頭羽尾数

指示に係る動物の名号、性、年齢又は特徴

指示年月日及び使用動物用医薬品名又は使用医薬品名

使用禁止用途

食用に供するために出荷する対叡
動物及が食用に供するために出荷
する乳、鶏卵等を生産する対象動
物ヘの使用

出荷禁止指示書

指

食用に供するために出荷する対象
動物及び食用に供するために出荷
する乳、鶏卵等だ生産ずる烏象島
物ヘの使用

年

年月

4 参考事工画

月

1 指示に係る動物の名昇、性、年航又は特微の欄には、指示に係る動物の個休又は集団が特定

できるよう必要な事項を記載すること。

2 参者事項の欄には、獣医師がその直接の指揮監督の下にその診療に係る動物の所有者又は斉

理者に動物用隣薬品又は伐薬品を投ぢ.させる場合に、当該動物用懐薬品又は医薬品の品名、用

法及び用批並びに当該動物用医薬品又は医薬吊,を投与すべき時期を記般すること。

日

日

年

使用動物用医薬品名又は使用医薬品名

打 日

甜' 1誓'

品
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(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
磁
〕

第
二
条
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
動
物
用
医
薬
品
の
使
用
の
規
制
に
関
す
る
省
令

(
以
下
「
旧
価
令
」
と
い
う
。
)
第
一
条
に
規
定
す
る
医
薬
品
(
次
条
に
お
い
て
「
医
糖
」
と
い
う
J
の
使
用
に
係

る
傭
八
十
烹
条
の
四
第
一
項
の
使
帰
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
省
令
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
措
置
に
つ
い
て

な
お
従
前
の
例
に
ょ
る
。

は
、

第
四
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
(
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
J
に
ょ
り
使
用

さ
れ
て
い
る
番
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
県
式
に
ょ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
こ
の
省
令
の
施
行
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
問
に
、
張
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の

目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
す
る
動
物
用
医
薬
品
に
係
る
動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
(
平
成
士
ハ
年
農
林
水

産
省
令
第
百
七
邑
第
百
七
十
一
条
第
七
号
及
び
第
百
七
十
六
条
第
四
号
で
定
め
る
事
項
の
記
載
に
コ
い
て
は
、

打
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
ー
ー

項
に
係
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
胞
従
荊
の
例
に
よ
る
。
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》薬事法により、食用動物に医薬品が残留することによる人の

人の健康に悪影響を及ぼす可能性がある物質の
食用動物ヘの使用制限の強化

の養^への

》

ため

食品衛生法に基づき食品中に検出されてはならないとされている物質※は
食用動物用の医薬品として承認していない。

※化学物質の持つ発がん性等の毒性により、食品衛生法において、残留基準を定めることができず、

食品判こ「不検出」とされているもの旦Lマラゾリドン
1.カルバド゛ス 5.ジエチルスチ1レベストロール 10.ーレ、ン

至」乞又ホ丞旦」芝メ上^ 1〕.ヌ^ト乞^
全、ク旦乏^2^ト旦マ^ 12墜.ト旦Ξ^
4」ク旦1聖プ旦ヌ^旦'上旦^ 1旦旦三^

口の

》

0 未承認医薬品の対象動物ヘの使用禁止(薬事法第部条の3)

^

現行制度
【原貝11】

の全

みつぱ
0

【例外】

又は

i..、

0 動物用医薬品(薬事法第部条の4)及び人用医薬品(薬事法第部条の5)の
対象動物ヘの使用規制

として

ヘの

に

ぜ止

の

から、以下のとおり、

L

現行制度
【原則】

対象動物に使用することにより人の

健康を損なうおそれのある畜産物が生
産されるおそれのある動物用医薬品を

使用する場合は、その使用基準のとお
り1こ使用しなけれぱならない

【獣医師による特例使用】

ため

で
ノ、、

の

する場合等は

ナ'1 け

真

ミ厶

新制度

【原則】

【例外からの除外1

の

の

七劃断^

上二の13

^

が

ノ、

①

又は

が.会'に

②所有者等に対し、出荷制限期間を

は

によし

正。

止

!圭盆旦な垈

のナーめや

の

1こよ'ナ'い

ヘの

新制度

【使用禁止基準の設定】
》愛玩動物用・観賞魚用等動物用医薬品

(ロームフェニコールマーカ

し

て

のらか

の

に

する場合も、

止

と

ナ'し、

力て口

2^b旦マ乏^を有効成分とするもの)

L

及び人用医薬品(ロームフェニコール

叉しナ'け

のは

ロルプロマジンメトロ昌ゾールを有

効成分とするもの)を食尻垈供す^
に

生

》なお、

!Ξは、所有者等に対し、その動物を食用
に供するために出荷してはならない旨を

ら盆垈

1^

が

都止

二と

に

L

した

曇ヘー

止
厶

二

こ

が ー
び
ー


